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(57)【要約】
　保管・出庫システム及び方法が提供される。このシス
テムは、マルチレベル保管構造体及び１つ又は２つ以上
のトート、容器、又は物品をピッキングし、搬送し、そ
して置くよう構成された移動ロボットを含む。このシス
テム及び方法を、１つ又は２つ以上のワークステーショ
ンが１つ又は２つ以上のイーチ（eaches）を自律移動ロ
ボット上のトートから置き場所（put location）に搬送
するピッカ、及び入出力インターフェースが物体をシス
テム中に入庫又は保管したり履行注文品をシステムから
出庫したりする注文履行用途に使用できる。移動ロボッ
トは更に、垂直リフト又は垂直コンベヤを必要としない
で傾斜又は垂直軌道経由でマルチレベル保管構造体内の
レベル相互間で動くことができるよう構成されている。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動ロボットであって、
　前記移動ロボットを少なくとも２つの水平寸法方向に沿って少なくとも１つの方向に推
進する１つ又は２つ以上の水平駆動装置と、
　前記移動ロボットを少なくとも１つの垂直寸法方向に沿って少なくとも１つの方向に推
進する１つ又は２つ以上の垂直駆動装置と、を有し、
　前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置は、マルチレベル保管構造体の水平軌道と係合す
るよう構成され、前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装置は、前記マルチレベル保管構造体
の傾斜又は垂直軌道と係合するよう構成され、
　前記移動ロボットは、前記マルチレベル保管構造体のレベルに沿ってそれ自体水平に推
進するとともに水平姿勢を維持しながら前記マルチレベル保管構造体の前記傾斜又は垂直
軌道を用いて前記マルチレベル保管構造体のレベル相互間でそれ自体垂直に推進するよう
構成されている、移動ロボット。
【請求項２】
　前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置及び前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装置が結合
されている駆動アクスルを更に有する、請求項１記載の移動ロボット。
【請求項３】
　前記駆動アクスルは、前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置及び前記１つ又は２つ以上
の垂直駆動装置を水平の向きの所望の軌道又は傾斜したもしくは垂直の向きの所望の軌道
に選択的に係合させ又はこれから係合を離脱させるよう伸長したり引っ込んだりすること
ができる、請求項２記載の移動ロボット。
【請求項４】
　前記駆動アクスルは、前記移動ロボットが能動型軌道スイッチを必要としないで、水平
の向きの所望の軌道又は傾斜した又は垂直の向きの所望の軌道を選択することができるよ
うな仕方で、前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置及び前記１つ又は２つ以上の垂直駆動
装置を前記水平の向きの所望の軌道又は傾斜したもしくは垂直の向きの所望の軌道に選択
的に係合させ又はこれから係合を離脱させるよう伸長したり引っ込んだりすることができ
る、請求項２記載の移動ロボット。
【請求項５】
　前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置は、１つ又は２つ以上の車輪を有する、請求項１
記載の移動ロボット。
【請求項６】
　前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装置は、１つ又は２つ以上の歯車を有する、請求項１
記載の移動ロボット。
【請求項７】
　前記移動ロボットのシャーシに設けられた容器移送機構体を更に有する、請求項１記載
の移動ロボット。
【請求項８】
　前記移動ロボットは、中央制御システムと連絡状態にあり、そして前記中央制御システ
ムから制御指令を受け取るよう構成されている、請求項１記載の移動ロボット。
【請求項９】
　前記移動ロボットは、ワイヤレス通信インターフェースを含む搭載型制御コンピュータ
システムを有する、請求項１記載の移動ロボット。
【請求項１０】
　前記移動ロボットは、ロケーション、ナビゲーション、又はペイロードトランスファを
指示するよう構成された１つ又は２つ以上のセンサを有する、請求項１記載の移動ロボッ
ト。
【請求項１１】
　前記移動ロボットは、複数の可撓性荷物運搬具を備えた可調幅イーチハンドラを有する
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、請求項１記載の移動ロボット。
【請求項１２】
　前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置及び／又は前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装置
を選択的に駆動したり位置決めしたりして所望の水平軌道又は所望の垂直軌道に係合し又
は係合解除することによって、水平軌道と垂直軌道の交差部のところで前記水平軌道と前
記傾斜又は垂直軌道との間の移行をイネーブルにする手段を有する、請求項１記載の移動
ロボット。
【請求項１３】
　自動保管・出庫システムであって、
　アイルによって互いに隔てられた複数のラックモジュールを有するマルチレベル保管構
造体を含み、各ラックモジュールは、物品を各アイル内の複数の保管レベルのところで保
管するよう構成された１組の水平支持体と、前記保管レベルの各々と関連した１組の水平
軌道と、前記マルチレベル保管構造体のレベル相互間に設けられるとともに該レベルを互
いに連結する少なくとも１組の傾斜又は垂直軌道と、を有し、
　少なくとも１つの移動ロボットを含み、前記少なくとも１つの移動ロボットは、
　　前記移動ロボットを少なくとも２つの水平寸法方向に沿って少なくとも１つの方向に
推進する１つ又は２つ以上の水平駆動装置と、
　　前記移動ロボットを少なくとも１つの垂直寸法方向に沿って少なくとも１つの方向に
推進する１つ又は２つ以上の垂直駆動装置と、を有し、
　　前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置は、マルチレベル保管構造体の水平軌道と係合
するよう構成され、前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装置は、前記マルチレベル保管構造
体の傾斜又は垂直軌道と係合するよう構成され、
　　前記少なくとも１つの移動ロボットは、前記マルチレベル保管構造体のレベルに沿っ
てそれ自体水平に推進するとともに前記マルチレベル保管構造体の前記傾斜又は垂直軌道
を用いて前記マルチレベル保管構造体のレベル相互間でそれ自体垂直に推進するよう構成
されている、自動保管・出庫システム。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、非係合位置から係合位置に動かさ
れることによって前記少なくとも１つの移動ロボットの前記１つ又は２つ以上の垂直駆動
装置に選択的に係合する可動セグメントを更に有する、請求項１３記載の自動保管・出庫
システム。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、受動型であり、前記少なくとも１
つの移動ロボットは、前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装置を非係合位置から係合位置に
動かすことによって前記少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道に選択的に係合する
、請求項１３記載の自動保管・出庫システム。
【請求項１６】
　前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置は、伸長可能な車輪を有し、前記１つ又は２つ以
上の垂直駆動装置は、伸長可能な歯車を有し、
　前記少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、前記組をなす水平軌道に隣接して
位置決めされ、
　前記少なくとも１つの移動ロボットは、前記組をなす水平軌道上を走行しているとき、
前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置の前記車輪を伸長させるとともに前記１つ又は２つ
以上の垂直駆動装置の前記歯車を引っ込めたりし、前記少なくとも１つの組をなす傾斜又
は垂直軌道上を走行しているとき、前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装置の前記歯車を伸
長させるとともに前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置の前記車輪を引っ込める、請求項
１５記載の自動保管・出庫システム。
【請求項１７】
　少なくとも１つのアイルに連続して並んで位置する少なくとも１つのピッキングステー
ションを更に含み、前記少なくとも１つの移動ロボットのうちの少なくとも１つは、保管
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物品を前記少なくとも１つのピッキングステーションのところでピッカーに送り出すこと
ができる、請求項１３記載の自動保管・出庫システム。
【請求項１８】
　少なくとも２つのアイルに連続して並んで位置する少なくとも１つの水平トランシット
デッキを更に有し、前記少なくとも１つの水平トランシットデッキにより、前記少なくと
も１つの移動ロボットは、前記少なくとも１つの水平トランシットデッキから前記少なく
とも２つのアイルに入ったり前記少なくとも２つのアイルを出て前記少なくとも１つの水
平トランシットデッキに移ることができ、そしてこれまた前記少なくとも１つのトランシ
ットデッキに連続して並んで位置する任意他のロケーションまで水平に移動する、請求項
１３記載の自動保管・出庫システム。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、非係合位置から係合位置に動かさ
れることにより前記少なくとも１つの移動ロボットの前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装
置に選択的に係合する可動セグメントを更に有する、請求項１８記載の自動保管・出庫シ
ステム。
【請求項２０】
　前記少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、受動型であり、前記少なくとも１
つの移動ロボットは、前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装置を非係合位置から係合位置に
動かすことによって前記少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道に選択的に係合する
、請求項１８記載の自動保管・出庫システム。
【請求項２１】
　前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置は、伸長可能な車輪を有し、前記１つ又は２つ以
上の垂直駆動装置は、伸長可能な歯車を有し、
　前記少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、前記組をなす水平軌道に隣接して
位置決めされ、
　前記少なくとも１つの移動ロボットは、前記組をなす水平軌道上を走行しているとき、
前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置の前記車輪を伸長させるとともに前記１つ又は２つ
以上の垂直駆動装置の前記歯車を引っ込めたりし、前記少なくとも１つの組をなす傾斜又
は垂直軌道上を走行しているとき、前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装置の前記歯車を伸
長させるとともに前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置の前記車輪を引っ込める、請求項
２０記載の自動保管・出庫システム。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つの水平トランシットデッキに連続して並んで位置する少なくとも１
つのワークステーションを更に含み、前記少なくとも１つの移動ロボットのうちの少なく
とも１つは、少なくとも１つの保管物品を前記少なくとも１つのワークステーションのと
ころでオペレータに送り出すことができる、請求項１８記載の自動保管・出庫システム。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの保管物品は、アイテムの容器を含み、前記少なくとも１つの移動
ロボットは、前記オペレータがアイテムを前記容器相互間で移送することができるような
仕方で複数の容器を前記少なくとも１つのワークステーションに送り出す、請求項２２記
載の自動保管・出庫システム。
【請求項２４】
　移送機構体であって、
　少なくとも１つの可撓性荷物運搬具を含み、前記少なくとも１つの可撓性荷物運搬具は
、
　　支持フレームと、
　　前記支持フレームに摺動可能に結合された第１の水平支持バーと、
　　前記支持フレームに摺動可能に結合された第２の水平支持バーと、
　　第１の端のところで前記第１の水平支持バーに結合されるとともに前記第１の端と反
対側の第２の端のところで前記第２の水平支持バーに結合された可撓性シートと、
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　　前記可撓性シートに結合されたハンドルと、を有し、
　少なくとも１つのマニプレータを含み、前記少なくとも１つのマニプレータは、
　　前記第１の水平支持バー又は前記第２の水平支持バーを前記支持フレームに沿って直
線的に推進する第１及び第２の直線運動モータと、
　　前記ハンドルを把持するようになったグラスパ装置と、
　　ケーブルによって前記ハンドルに取り付けられていて前記ケーブルを伸長させ又は引
っ込めて物品を下降させて前記少なくとも１つの可撓性荷物運搬具中に入れ又は物品を持
ち上げて前記少なくとも１つの可撓性荷物運搬具から出すようになっている電動式荷物運
搬具と、を有する、移送機構体。
【請求項２５】
　前記第１及び前記第２の直線運動モータは、作動すると、前記第１及び前記第２の水平
支持バーのうちの少なくとも一方を前記支持フレームに沿って摺動させて前記少なくとも
１つの可撓性荷物運搬具内で利用できる空間の容積を調節し、それにより１つ又は２つ以
上の物品を運搬するよう動作する、請求項２４記載の移送機構体。
【請求項２６】
　自動注文履行システムであって、
　１つ又は２つ以上のトートを保管するマルチレベルトート保管構造体を含み、
　１つ又は２つ以上の移動ロボットを含み、前記１つ又は２つ以上の移動ロボットは、
　　前記１つ又は２つ以上のトートをピッキングし、搬送し、そして置き、
　　前記移動ロボット自体を前記マルチレベルトート保管構造体のレベルを横切って水平
に推進し、そして、
　　１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道を用いて前記マルチレベルトート保管構造
体内で前記移動ロボット自体をレベル相互間で推進するよう構成され、
　１つ又は２つ以上のイーチを前記１つ又は２つ以上の移動ロボットのうちの１つの上の
前記１つ又は２つ以上のトートのうちの１つから置き場所に搬送するピッカーを収容する
よう構成された１つ又は２つ以上のワークステーションを含み、
　製品を前記注文履行システム中に導入し、履行注文品を前記注文履行システムから排出
する入力／出力インターフェースを含む、システム。
【請求項２７】
　前記１つ又は２つ以上の移動ロボットは更に、水平の姿勢を維持しながら前記注文履行
システム内のレベル相互間で前記移動ロボット自体を垂直に推進するよう構成されている
、請求項２６記載のシステム。
【請求項２８】
　前記１つ又は２つ以上のワークステーションは、傾動場所を有し、前記傾動場所は、移
動ロボットを支持するようになっている、請求項２６記載のシステム。
【請求項２９】
　前記傾動場所は、第１の移動ロボットを支持し、ピッカーが１つ又は２つ以上のイーチ
を前記第１移動ロボットから前記傾動場所上に設置されている第２のロボットに移送する
、請求項２８記載のシステム。
【請求項３０】
　前記１つ又は２つ以上の移動ロボットは、
　フレームシャーシと、
　前記フレームシャーシに結合されたトート移送機構体と、
　前記フレームシャーシに結合された４つの作動車輪組立体と、を有し、前記４つの作動
車輪組立体の各々は、トラクション車輪及び固定歯車を含む、請求項２６記載のシステム
。
【請求項３１】
　前記固定歯車は、スプロケット歯車を有し、前記１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直
軌道は、前記スプロケット歯車と係合するチェーンを有する、請求項３０記載のシステム
。
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【請求項３２】
　前記システムは、イーチを単一作業で前記１つ又は２つ以上の移動ロボットによって搬
送された前記１つ又は２つ以上のトートの製品容器インスタンスから前記１つ又は２つ以
上の移動ロボットのうちの１つによって搬送された前記１つ又は２つ以上のトートの注文
品容器インスタンスに直接移送するダイレクト‐プットプロセスを実行する、請求項２６
記載のシステム。
【請求項３３】
　前記システムは、ピッキングされたイーチを前記１つ又は２つ以上の移動ロボットのう
ちの１つによって搬送された前記１つ又は２つ以上のトートのうちの第１のトート中に配
置し、前記第１のトートが前記ピッキングされたイーチを前記１つ又は２つ以上の移動ロ
ボットのうちの１つによって搬送された前記１つ又は２つ以上のトートの注文品容器イン
スタンスまで搬送し、次に前記ピッキングされたイーチを前記注文品容器インスタンス中
に置くインダイレクト‐プットプロセスを実行する、請求項２６記載のシステム。
【請求項３４】
　前記１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道は各々、前記垂直軌道との係合関係を維
持するよう前記１つ又は２つ以上の移動ロボットに設けられた軸受に係合するカウンター
レールチャネルを有する、請求項２６記載のシステム。
【請求項３５】
　各入口／出口のところに設けられたヒンジ止めゲートスイッチを更に含み、前記ヒンジ
止めゲートスイッチにより、前記１つ又は２つ以上の移動ロボットの前記軸受は、前記１
つ又は２つ以上の移動ロボットが前記１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道に入って
いるとき又は前記１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道から出ているとき、前記カウ
ンターレールチャネルに入ったり出たりすることができ、前記ヒンジ止めゲートスイッチ
は、前記１つ又は２つ以上の移動ロボットが前記カウンターレールチャネルに入っていな
いとき又は前記カウンターレールチャネルから出ていないとき、前記１つ又は２つ以上の
移動ロボットの前記軸受が前記カウンターレールチャネルを出るのを阻止する、請求項３
４記載のシステム。
【請求項３６】
　前記１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道は、前記１つ又は２つ以上の移動ロボッ
トが前記カウンターレールチャネルに入り又は前記カウンターレールチャネルから出る各
高さ位置のところで対向した垂直軌道相互間に位置決めされた１対の水平移動ロボットレ
ールを更に有し、前記１対の水平移動ロボットレールは、各レベルの移動ロボットビーム
及び各トランシットデッキに結合している、請求項３４記載のシステム。
【請求項３７】
　隙間が前記１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道の各々のところで前記垂直軌道の
各々にすぐ隣接して位置する前記１対の水平移動ロボットレール中に存在し、前記移動ロ
ボットが垂直方向に上昇しているとき又は下降しているときに前記隙間を通る前記移動ロ
ボットの固定歯車の通過を可能にするよう寸法決めされるとともに形作られている、請求
項３６記載のシステム。
【請求項３８】
　前記１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道は、前記１本又は２本以上の静止傾斜又
は垂直軌道と係合した状態で充電エネルギーを前記１つ又は２つ以上の移動ロボットに移
送するよう構成された動力充電レールを更に有する、請求項２６記載のシステム。
【請求項３９】
　前記１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道は、前記１つ又は２つ以上の移動ロボッ
トによって作動されるか前記１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道に設けられたモー
タで作動されるスイッチを有する、請求項２６記載のシステム。
【請求項４０】
　前記１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道は、前記１つ又は２つ以上の移動ロボッ
ト又は中央制御システムによって制御されるスイッチを有する、請求項２６記載のシステ
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ム。
【請求項４１】
　前記１つ又は２つ以上の移動ロボットは、ワイヤレス通信インターフェースを含む搭載
型制御コンピュータシステムを有する、請求項２６記載のシステム。
【請求項４２】
　前記１つ又は２つ以上の移動ロボットは、ロケーション、ナビゲーション又はペイロー
ドトランスファを指示するよう構成された１つ又は２つ以上のセンサを有する、請求項２
６記載のシステム。
【請求項４３】
　前記１つ又は２つ以上の移動ロボットは、複数の可撓性荷物運搬具を含む可調幅イーチ
ハンドラを有する、請求項２６記載のシステム。
【請求項４４】
　移動ロボットであって、
　フレームシャーシと、
　前記フレームシャーシに結合された移送機構体と、
　駆動アクスルと、
　前記駆動アクスルに取り付けられた１つ又は２つ以上の固定歯車と、
　前記駆動アクスルに取り付けられた１つ又は２つ以上の円筒系駆動車輪と、を有し、
　前記１つ又は２つ以上の固定歯車は、傾斜した向きで静止軌道と係合するよう構成され
、前記１つ又は２つ以上の円筒形駆動車輪は、水平の向きで静止軌道に沿って移動するよ
う構成され、
　前記移動ロボットは、前記移動ロボットを傾斜した向きで所望の静止軌道と水平の向き
で所望の静止軌道との間に方向付けるスイッチを有した静止軌道で動作するよう構成され
ている、移動ロボット。
【請求項４５】
　移動ロボットであって、
　フレームシャーシと、
　前記フレームシャーシに結合された移送機構体と、
　駆動アクスルと、
　前記駆動アクスルに取り付けられた１つ又は２つ以上の固定歯車と、
　前記駆動アクスルに取り付けられた１つ又は２つ以上の円筒系駆動車輪と、を有し、
　前記１つ又は２つ以上の固定歯車は、傾斜した向きで静止軌道と係合するよう構成され
、前記１つ又は２つ以上の円筒形駆動車輪は、水平の向きで静止軌道に沿って移動するよ
う構成され、
　前記駆動アクスルは、前記傾斜した向きの所望の静止軌道又は前記水平の向きの所望の
静止軌道で前記１つ又は２つ以上の固定歯車及び前記１つ又は２つ以上の円筒形駆動車輪
に係合し又は前記１つ又は２つ以上の固定歯車及び前記１つ又は２つ以上の円筒形駆動車
輪から係合解除するよう伸長したり引っ込んだりすることができる、移動ロボット。
【請求項４６】
　移動ロボットであって、
　フレームシャーシと、
　前記フレームシャーシに結合された移送機構体と、
　駆動アクスルと、
　前記駆動アクスルに取り付けられた１つ又は２つ以上の固定歯車と、
　前記駆動アクスルに取り付けられた１つ又は２つ以上の円筒系駆動車輪と、を有し、
　前記１つ又は２つ以上の固定歯車は、傾斜した向きで静止軌道と係合するよう構成され
、前記１つ又は２つ以上の円筒形駆動車輪は、水平の向きで静止軌道に沿って移動するよ
う構成され、
　前記駆動アクスルは、前記移動ロボットが能動型軌道スイッチを必要としないで、垂直
の向きの所望の静止軌道又は水平の向きの所望の静止軌道を選択することができるような
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仕方で、垂直の向きの軌道か水平の向きの軌道かのいずれかで前記１つ又は２つ以上の固
定歯車及び前記１つ又は２つ以上の円筒形駆動車輪に係合し又は前記１つ又は２つ以上の
固定歯車及び前記１つ又は２つ以上の円筒形駆動車輪から係合解除するよう伸長したり引
っ込んだりすることができる、移動ロボット。
【請求項４７】
　自動注文履行システムであって、
　１つ又は２つ以上のトートを保管するマルチレベルトート保管構造体を含み、
　１つ又は２つ以上の移動ロボットを含み、前記１つ又は２つ以上の移動ロボットは、
　　前記１つ又は２つ以上のトートをピッキングし、搬送し、そして置き、
　　前記マルチレベルトート保管構造体のレベルを水平に横切って動き、
　　１つ又は２つ以上の静止傾斜又は垂直軌道を用いて前記マルチレベルトート保管構造
体内のレベル相互間で垂直に動くよう構成され、
　１つ又は２つ以上のイーチを前記１つ又は２つ以上の移動ロボットのうちの１つの上の
前記１つ又は２つ以上のトートのうちの１つから置き場所に搬送するピッカーを収容する
よう構成された１つ又は２つ以上のワークステーションを含み、
　製品を前記注文履行システム中に導入し、履行注文品を前記注文履行システムから排出
する入力／出力インターフェースを含む、システム。
【請求項４８】
　移動ロボットであって、
　前記移動ロボットを少なくとも１つの水平の寸法方向に沿って少なくとも１つの方向に
推進する車輪を備えた１つ又は２つ以上の水平駆動装置と、
　前記移動ロボットを少なくとも１つの垂直寸法方向に沿って少なくとも１つの方向に推
進する車輪を備えた１つ又は２つ以上の垂直駆動装置と、を有し、
　前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置は、マルチレベル保管構造体の水平軌道と係合す
るよう構成され、前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装置は、前記マルチレベル保管構造体
の傾斜又は垂直軌道と係合するよう構成され、
　前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置の前記車輪及び／又は前記１つ又は２つ以上の垂
直駆動装置の前記車輪は、前記移動ロボットが前記水平軌道及び前記傾斜又は垂直軌道と
選択的に係合することができるよう動くことができる、移動ロボット。
【請求項４９】
　前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置の前記車輪と前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装
置の前記車輪は、同軸である、請求項４８記載の移動ロボット。
【請求項５０】
　前記１つ又は２つ以上の水平駆動装置の前記車輪と前記１つ又は２つ以上の垂直駆動装
置の前記車輪は、別々のアクスルに取り付けられている、請求項４８記載の移動ロボット
。
【請求項５１】
　移動ロボットであって、
　前記移動ロボットを水平軌道上で推進するよう構成された水平駆動手段と、
　前記移動ロボットを傾斜又は垂直軌道上で推進するよう構成された垂直駆動手段と、
　前記水平駆動手段及び／又は前記垂直駆動手段を選択的に駆動したり位置決めしたりし
て所望の水平軌道又は所望の垂直軌道に係合し又は所望の水平軌道又は所望の垂直軌道か
ら係合解除することによって、水平軌道と垂直軌道の交差部のところで前記水平軌道と前
記傾斜又は垂直軌道との間の移行をイネーブルにする手段を有する、移動ロボット。
【請求項５２】
　注文品販売機であって、
　マルチレベル容器保管構造体を有し、
　容器を保管したり出庫したりするよう前記マルチレベル容器保管構造体内で動作可能な
移動ロボットを有し、前記移動ロボットは、全ての容器保管場所への直接接近部を有し、
　顧客接近ポートを有し、
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　前記移動ロボットは、前記容器を前記顧客接近ポートのところで顧客による接近可能に
位置決めする、注文品販売機。
【請求項５３】
　前記接近ポートは、前記容器の一部分だけが前記顧客接近ポートのところで前記顧客に
よって接近可能であるように構成可能である、請求項５２記載の注文品販売機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本明細書において説明する例示のかつ非限定的な実施形態は、一般に、保管・出庫シス
テム（場合によっては、入出庫システム）、特に例示の一実施形態に従ってサプライチェ
ーンで用いられる注文履行（オーダーフルフィルメント）システムに関する。
【０００２】
〔関連出願の説明〕
　本願は、２０１５年６月２日に出願された同時係属中の米国特許仮出願第６２／１６９
，６１５号について本願とこの米国特許仮出願の両方に共通の全ての主題に関する優先権
及び権益主張出願である。この米国特許仮出願を参照により引用し、その開示内容全体を
本明細書の一部とする。
【背景技術】
【０００３】
　物品の保管及び出庫は、多くの目的で多くの仕方にて実施されるプロセスである。保管
・出庫の特定の使用、すなわち、注文履行は、事実上全てのサプライチェーン、特にリテ
ール（小売り）サプライチェーン内で実施されるコアプロセスである。製造業者は、一般
に、リテーラ（小売業者）によって置かれた製品の注文を履行するために製造業者の流通
施設内で製品のケースを収容したパレットを保管したり出庫したりする。リテーラは、リ
テーラ自身の流通センター内でケースと個々の製品アイテムの両方、すなわち「イーチ（
eaches）」（なお、原文明細書においてこのように複数形“eaches”となっている場合で
あっても単数形“each”になっている場合であっても、本明細書では「イーチ」という）
を保管したり出庫したりし、その目的は、製品のケース量及びケース未満量についてリテ
ーラの製品について自分たちの小売店によって出された注文を履行することにある。ます
ます、ｅコマース（電子商取引）の隆盛により、リテーラもまた、個々の顧客によって直
接出されたイーチの注文を履行するという必要性に直面している。
【０００４】
　リテール流通センター内の従来型注文履行プロセスは、手作業による保管・出庫システ
ム及び方法を利用しており、かかるシステム及び方法では、イーチを含むケース又はトー
トが静止場所に入庫又は保管され、ピッカーとしての人間が注文されたケース又はイーチ
をそれぞれピッキングするために選択された場所まで動く。しかしながら、かかる「ピッ
カー‐トゥ‐グッズ（picker-to-goods）」プロセスは、典型的には、極めて低級である
。と言うのは、ピッカーが実際に注文されたアイテムをピッキングするよりもその場所ま
で移動するのに多大な時間を費やすからである。
【０００５】
　注文履行プロセスにおける作業効率を向上させる最も成功した解決策は、「グッズ‐ト
ゥ‐ピッカー（goods-to-picker）」プロセスで自動保管・出庫システム及び方法の幾つ
かの形態を用い、かかるプロセスでは、容器が機械化された手段によりワークステーショ
ンまで配送され、ここで、ピッカー（人間又はロボット）がケースを小売店までの配送の
ためのパレット上に置くかイーチを小売店又は個々の顧客への配送のために製品容器から
注文品容器に移すかのいずれかを行う。
【発明の概要】
【０００６】
　例えば数ある具体化例のうちで注文履行システムについて具体化でき、ＳＫＵ（在庫維
持単位）あたり１本又は複数のオーダーラインあたりの単位で表された非常に費用対効果
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が良くかつ有効であるが、構成を作動測定基準に基づいて用途について最適化することが
できるデザイン上の融通性を提供する自動保管・出庫システムが要望されている。本発明
は、他の所望の特徴を有することに加えて、この要望に答える別の解決手段を提供するこ
とにある。具体的に説明すると、保管・出庫システムが提供される。保管・出庫システム
の有用性を実証するために利用される例示の実施形態によれば、注文履行システムは、ト
ートを保管するとともに注文履行システム内で動作する移動ロボットを支持するトート保
管構造体を含む。移動ロボットは、三次元で、すなわちラック構造体とワークステーショ
ンを相互に連結する平板状トランシットデッキ上で水平に（前方に、後方に、左側に、右
側に）及び多数の高さ位置のところで保管レーンとワークステーションを相互に連結する
垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合、マルチレベルトート保管構造体３２に
より提供される垂直リフト又は垂直コンベヤの必要はない。ピッキングワークステーショ
ンが多数の高さ位置のところに設けられ、かかるピッキングワークステーションでは、人
間又はロボットのピッカーがイーチを製品トートから取り出してこれらイーチをシステム
形態に応じてオーダートート又は移動ロボット内に収納する。中央制御システムは、ソフ
トウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器を含む。中央制御システムは、システム
リソーシーズを管理する。入力／出力インターフェースがシステムに入ったトートを供給
し、そしてシステムを出たトートを排出する。
【０００７】
　以下の概要は、例示であるに過ぎない。この概要は、特許請求の範囲に記載された本発
明の範囲を限定するものではない。具体的に説明すると、本発明は、自動保管・出庫シス
テムに関する。このシステムは、本明細書において説明する注文履行システムの例示の役
割において良好に利用できるが、注文履行には限定されない。これとは異なり、本発明の
システム及び方法は、本願において開示される説明及び図面の記載の利益を受ける当業者
であれば理解されるように一般的なアイテム又は物品保管・出庫システムとして利用でき
る。
【０００８】
　本発明の例示の実施形態によれば、移動ロボットが移動ロボットを少なくとも２つの水
平寸法方向に沿って少なくとも１つの方向に推進する１つ又は２つ以上の水平駆動装置を
有する。１つ又は２つ以上の垂直駆動装置が移動ロボットを少なくとも１つの垂直寸法方
向に沿って少なくとも１つの方向に推進する。１つ又は２つ以上の水平駆動装置は、マル
チレベル保管構造体の水平軌道と係合するよう構成され、１つ又は２つ以上の垂直駆動装
置は、マルチレベル保管構造体の傾斜又は垂直軌道と係合するよう構成されている。移動
ロボットは、マルチレベル保管構造体のレベルに沿ってそれ自体水平に推進するとともに
水平姿勢を維持しながらマルチレベル保管構造体の傾斜又は垂直軌道を用いてマルチレベ
ル保管構造体のレベル相互間でそれ自体垂直に推進するよう構成されている。
【０００９】
　本発明の諸観点によれば、移動ロボットは、１つ又は２つ以上の水平駆動装置及び１つ
又は２つ以上の垂直駆動装置が結合されている駆動アクスルを更に有するのが良い。駆動
アクスルは、１つ又は２つ以上の水平駆動装置及び１つ又は２つ以上の垂直駆動装置を水
平の向きの所望の軌道又は傾斜したもしくは垂直の向きの所望の軌道に選択的に係合させ
又はこれから係合を離脱させるよう伸長したり引っ込んだりすることができるのが良い。
駆動アクスルは、移動ロボットが能動型軌道スイッチを必要としないで、水平の向きの所
望の軌道又は傾斜した又は垂直の向きの所望の軌道を選択することができるような仕方で
、１つ又は２つ以上の水平駆動装置及び１つ又は２つ以上の垂直駆動装置を水平の向きの
所望の軌道又は傾斜したもしくは垂直の向きの所望の軌道に選択的に係合させ又はこれか
ら係合を離脱させるよう伸長したり引っ込んだりすることができるのが良い。
【００１０】
　本発明の諸観点によれば、１つ又は２つ以上の水平駆動装置は、１つ又は２つ以上の車
輪を有するのが良い。１つ又は２つ以上の垂直駆動装置は、１つ又は２つ以上の歯車を有
するのが良い。容器移送機構体が移動ロボットのシャーシに設けられるのが良い。移動ロ
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ボットは、中央制御システムと連絡状態にあり、そして中央制御システムから制御指令を
受け取るよう構成されているのが良い。移動ロボットは、ワイヤレス通信インターフェー
スを含む搭載型制御コンピュータシステムを有するのが良い。移動ロボットは、ロケーシ
ョン１０ビゲーション、又はペイロードトランスファを指示するよう構成された１つ又は
２つ以上のセンサを有するのが良い。移動ロボットは、複数の可撓性荷物運搬具を備えた
可調幅イーチハンドラを有するのが良い。移動ロボットは、１つ又は２つ以上の水平駆動
装置及び／又は１つ又は２つ以上の垂直駆動装置を選択的に駆動したり位置決めしたりし
て所望の水平軌道又は所望の垂直軌道に係合し又は係合解除することによって、水平軌道
と垂直軌道の交差部のところで水平軌道と傾斜又は垂直軌道との間の移行をイネーブルに
する手段を有するのが良い。
【００１１】
　本発明の例示の実施形態によれば、自動保管・出庫システムがアイルによって互いに隔
てられた複数のラックモジュールを有するマルチレベル保管構造体を含み、各ラックモジ
ュールは、物品を各アイル内の複数の保管レベルのところで保管するよう構成された１組
の水平支持体と、保管レベルの各々と関連した１組の水平軌道と、マルチレベル保管構造
体のレベル相互間に設けられるとともにこのレベルを互いに連結する少なくとも１組の傾
斜又は垂直軌道と、を有する。少なくとも１つの移動ロボットが移動ロボットを少なくと
も２つの水平寸法方向に沿って少なくとも１つの方向に推進する１つ又は２つ以上の水平
駆動装置と、移動ロボットを少なくとも１つの垂直寸法方向に沿って少なくとも１つの方
向に推進する１つ又は２つ以上の垂直駆動装置と、を有する。１つ又は２つ以上の水平駆
動装置は、マルチレベル保管構造体の水平軌道と係合するよう構成され、１つ又は２つ以
上の垂直駆動装置は、マルチレベル保管構造体の傾斜又は垂直軌道と係合するよう構成さ
れている。少なくとも１つの移動ロボットは、マルチレベル保管構造体のレベルに沿って
それ自体水平に推進するとともにマルチレベル保管構造体の傾斜又は垂直軌道を用いてマ
ルチレベル保管構造体のレベル相互間でそれ自体垂直に推進するよう構成されている。
【００１２】
　本発明の諸観点によれば、少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、非係合位置
から係合位置に動かされることによって少なくとも１つの移動ロボットの１つ又は２つ以
上の垂直駆動装置に選択的に係合する可動セグメントを更に有するのが良い。少なくとも
１つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、受動型であるのが良く、少なくとも１つの移動ロボ
ットは、１つ又は２つ以上の垂直駆動装置を非係合位置から係合位置に動かすことによっ
て少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道に選択的に係合するのが良い。
【００１３】
　本発明の諸観点によれば、１つ又は２つ以上の水平駆動装置は、伸長可能な車輪を有し
、１つ又は２つ以上の垂直駆動装置は、伸長可能な歯車を有するのが良い。少なくとも１
つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、組をなす水平軌道に隣接して位置決めされるのが良い
。少なくとも１つの移動ロボットは、組をなす水平軌道上を走行しているとき、１つ又は
２つ以上の水平駆動装置の車輪を伸長させるとともに１つ又は２つ以上の垂直駆動装置の
歯車を引っ込めたりし、少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道上を走行していると
き、１つ又は２つ以上の垂直駆動装置の歯車を伸長させるとともに１つ又は２つ以上の水
平駆動装置の車輪を引っ込めるのが良い。
【００１４】
　本発明の諸観点によれば、本システムは、少なくとも１つのアイルに連続して並んで位
置する少なくとも１つのピッキングステーションを更に含むのが良く、少なくとも１つの
移動ロボットのうちの少なくとも１つは、保管物品を少なくとも１つのピッキングステー
ションのところでピッカーに送り出すことができるのが良い。少なくとも１つの水平トラ
ンシットデッキが少なくとも２つのアイルに連続して並んで位置するのが良く、少なくと
も１つの水平トランシットデッキにより、少なくとも１つの移動ロボットは、少なくとも
１つの水平トランシットデッキから少なくとも２つのアイルに入ったり少なくとも２つの
アイルを出たりして少なくとも１つの水平トランシットデッキに移ることができ、そして
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これまた少なくとも１つのトランシットデッキに連続して並んで位置する任意他のロケー
ションまで水平に移動するのが良い。
【００１５】
　本発明の諸観点によれば、少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、非係合位置
から係合位置に動かされることにより少なくとも１つの移動ロボットの１つ又は２つ以上
の垂直駆動装置に選択的に係合する可動セグメントを更に有するのが良い。
【００１６】
　本発明の諸観点によれば、少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、受動型であ
るのが良く、少なくとも１つの移動ロボットは、１つ又は２つ以上の垂直駆動装置を非係
合位置から係合位置に動かすことによって少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道に
選択的に係合するのが良い。１つ又は２つ以上の水平駆動装置は、伸長可能な車輪を有し
、１つ又は２つ以上の垂直駆動装置は、伸長可能な歯車を有するのが良い。少なくとも１
つの組をなす傾斜又は垂直軌道は、組をなす水平軌道に隣接して位置決めされるのが良い
。少なくとも１つの移動ロボットは、組をなす水平軌道上を走行しているとき、１つ又は
２つ以上の水平駆動装置の車輪を伸長させるとともに１つ又は２つ以上の垂直駆動装置の
歯車を引っ込めたりし、少なくとも１つの組をなす傾斜又は垂直軌道上を走行していると
き、１つ又は２つ以上の垂直駆動装置の歯車を伸長させるとともに１つ又は２つ以上の水
平駆動装置の車輪を引っ込めるのが良い。
【００１７】
　本発明の諸観点によれば、本システムは、少なくとも１つの水平トランシットデッキに
連続して並んで位置する少なくとも１つのワークステーションを更に含むのが良く、少な
くとも１つの移動ロボットのうちの少なくとも１つは、少なくとも１つの保管物品を少な
くとも１つのワークステーションのところでオペレータに送り出すことができるのが良い
。少なくとも１つの保管物品は、アイテムの容器を含むのが良く、少なくとも１つの移動
ロボットは、オペレータがアイテムを容器相互間で移送することができるような仕方で複
数の容器を少なくとも１つのワークステーションに送り出すのが良い。
【００１８】
　本発明の例示の実施形態によれば、移送機構体が少なくとも１つの可撓性荷物運搬具を
含むのが良く、少なくとも１つの可撓性荷物運搬具は、支持フレームと、支持フレームに
摺動可能に結合された第１の水平支持バーと、支持フレームに摺動可能に結合された第２
の水平支持バーと、第１の端のところで第１の水平支持バーに結合されるとともに第１の
端と反対側の第２の端のところで第２の水平支持バーに結合された可撓性シートと、可撓
性シートに結合されたハンドルと、を有するのが良い。移送機構体は、少なくとも１つの
マニプレータを更に含むのが良く、少なくとも１つのマニプレータは、第１の水平支持バ
ー又は第２の水平支持バーを支持フレームに沿って直線的に推進する第１及び第２の直線
運動モータと、ハンドルを把持するようになったグラスパ装置と、ケーブルによってハン
ドルに取り付けられていてケーブルを伸長させ又は引っ込めて物品を下降させて少なくと
も１つの可撓性荷物運搬具中に入れ又は物品を持ち上げて少なくとも１つの可撓性荷物運
搬具から出すようになっている電動式荷物運搬具と、を有するのが良い。
【００１９】
　本発明の諸観点によれば、第１及び第２の直線運動モータは、作動すると、第１及び第
２の水平支持バーのうちの少なくとも一方を支持フレームに沿って摺動させて少なくとも
１つの可撓性荷物運搬具内で利用できる空間の容積を調節し、それにより１つ又は２つ以
上の物品を運搬するよう動作する。
【００２０】
　本発明の例示の実施形態によれば、自動注文履行システムが１つ又は２つ以上のトート
を保管するマルチレベルトート保管構造体を含む。１つ又は２つ以上の移動ロボットが１
つ又は２つ以上のトートをピッキングし、搬送し、そして置き、移動ロボット自体をマル
チレベルトート保管構造体のレベルを横切って水平に推進し、そして１本又は２本以上の
静止傾斜又は垂直軌道を用いてマルチレベルトート保管構造体内で移動ロボット自体をレ
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ベル相互間で推進するよう構成されている。１つ又は２つ以上のワークステーションが１
つ又は２つ以上のイーチを１つ又は２つ以上の移動ロボットのうちの１つの上の１つ又は
２つ以上のトートのうちの１つから置き場所に搬送するピッカーを収容するよう構成され
ている。製品を注文履行システム中に導入し、履行注文品を注文履行システムから排出す
る入力／出力インターフェースが設けられている。
【００２１】
　本発明の諸観点によれば、１つ又は２つ以上の移動ロボットは更に、水平の姿勢を維持
しながら注文履行システム内のレベル相互間で移動ロボット自体を垂直に推進するよう構
成されるのが良い。１つ又は２つ以上のワークステーションは、傾動場所を有するのが良
く、傾動場所は、移動ロボットを支持するようになっている。傾動場所は、第１の移動ロ
ボットを支持するのが良く、ピッカーが１つ又は２つ以上のイーチを第１移動ロボットか
ら傾動場所上に設置されている第２のロボットに移送する。
【００２２】
　本発明の諸観点によれば、１つ又は２つ以上の移動ロボットは、フレームシャーシを有
する。トート移送機構体がフレームシャーシに結合されている。４つの作動車輪組立体が
フレームシャーシに結合され、４つの作動車輪組立体の各々は、トラクション車輪及び固
定歯車を含む。
【００２３】
　本発明の諸観点によれば、固定歯車は、スプロケット歯車を有するのが良く、１本又は
２本以上の静止傾斜又は垂直軌道は、スプロケット歯車と係合するチェーンを有するのが
良い。
【００２４】
　本システムは、イーチを単一作業で１つ又は２つ以上の移動ロボットによって搬送され
た１つ又は２つ以上のトートの製品容器インスタンスから１つ又は２つ以上の移動ロボッ
トのうちの１つによって搬送された１つ又は２つ以上のトートの注文品容器インスタンス
に直接移送するダイレクト‐プットプロセスを実行するのが良い。
【００２５】
　本システムは、ピッキングされたイーチを１つ又は２つ以上の移動ロボットのうちの１
つによって搬送された１つ又は２つ以上のトートのうちの第１のトート中に配置し、第１
のトートがピッキングされたイーチを１つ又は２つ以上の移動ロボットのうちの１つによ
って搬送された１つ又は２つ以上のトートの注文品容器インスタンスまで搬送し、次にピ
ッキングされたイーチを注文品容器インスタンス中に置くインダイレクト（間接）プット
プロセスを実行するのが良い。
【００２６】
　本発明の諸観点によれば、１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道は各々、垂直軌道
との係合関係を維持するよう１つ又は２つ以上の移動ロボットに設けられた軸受に係合す
るカウンターレールチャネルを有するのが良い。本システムは、各入口／出口のところに
設けられたヒンジ止めゲートスイッチを更に含むのが良く、ヒンジ止めゲートスイッチに
より、１つ又は２つ以上の移動ロボットの軸受は、１つ又は２つ以上の移動ロボットが１
本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道に入っているとき又は１本又は２本以上の静止傾
斜又は垂直軌道から出ているとき、カウンターレールチャネルに入ったり出たりしたりす
ることができ、ヒンジ止めゲートスイッチは、１つ又は２つ以上の移動ロボットがカウン
ターレールチャネルに入っていないとき又はカウンターレールチャネルから出ていないと
き、１つ又は２つ以上の移動ロボットの軸受がカウンターレールチャネルを出るのを阻止
する。１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道は、１つ又は２つ以上の移動ロボットが
カウンターレールチャネルに入り又はカウンターレールチャネルから出る各高さ位置のと
ころで対向した垂直軌道相互間に位置決めされた１対の水平移動ロボットレールを更に有
するのが良く、１対の水平移動ロボットレールは、各レベルの移動ロボットビーム及び各
トランシットデッキに結合している。隙間が１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道の
各々のところで垂直軌道の各々にすぐ隣接して位置する１対の水平移動ロボットレール中
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に存在するのが良く、移動ロボットが垂直方向に上昇しているとき又は下降しているとき
に隙間を通る移動ロボットの固定歯車の通過を可能にするよう寸法決めされるとともに形
作られている。
【００２７】
　本発明の諸観点によれば、１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道は、１本又は２本
以上の静止傾斜又は垂直軌道と係合した状態で充電エネルギーを１つ又は２つ以上の移動
ロボットに移送するよう構成された動力充電レールを更に有するのが良い。１本又は２本
以上の静止傾斜又は垂直軌道は、１つ又は２つ以上の移動ロボットによって作動されるか
１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道に設けられたモータで作動されるスイッチを有
するのが良い。１本又は２本以上の静止傾斜又は垂直軌道は、１つ又は２つ以上の移動ロ
ボット又は中央制御システムによって制御されるスイッチを有するのが良い。１つ又は２
つ以上の移動ロボットは、ワイヤレス通信インターフェースを含む搭載型制御コンピュー
タシステムを有するのが良い。１つ又は２つ以上の移動ロボットは、ロケーション、ナビ
ゲーション又はペイロードトランスファを指示するよう構成された１つ又は２つ以上のセ
ンサを有するのが良い。１つ又は２つ以上の移動ロボットは、複数の可撓性荷物運搬具を
含む可調幅イーチハンドラを有するのが良い。
【００２８】
　本発明の例示の実施形態によれば、移動ロボットがフレームシャーシと、フレームシャ
ーシに結合された移送機構体と、駆動アクスルと、駆動アクスルに取り付けられた１つ又
は２つ以上の固定歯車と、駆動アクスルに取り付けられた１つ又は２つ以上の円筒系駆動
車輪と、を有するのが良い。１つ又は２つ以上の固定歯車は、傾斜した向きで静止軌道と
係合するよう構成されるのが良く、１つ又は２つ以上の円筒形駆動車輪は、水平の向きで
静止軌道に沿って移動するよう構成されるのが良い。移動ロボットは、移動ロボットを傾
斜した向きで所望の静止軌道と水平の向きで所望の静止軌道との間に方向付けるスイッチ
を有した静止軌道で動作するよう構成されているのが良い。
【００２９】
　本発明の例示の実施形態によれば、移動ロボットがフレームシャーシと、フレームシャ
ーシに結合された移送機構体と、駆動アクスルと、駆動アクスルに取り付けられた１つ又
は２つ以上の固定歯車と、駆動アクスルに取り付けられた１つ又は２つ以上の円筒系駆動
車輪と、を有するのが良い。１つ又は２つ以上の固定歯車は、傾斜した向きで静止軌道と
係合するよう構成され、１つ又は２つ以上の円筒形駆動車輪は、水平の向きで静止軌道に
沿って移動するよう構成されるのが良い。駆動アクスルは、傾斜した向きの所望の静止軌
道又は水平の向きの所望の静止軌道で１つ又は２つ以上の固定歯車及び１つ又は２つ以上
の円筒形駆動車輪に係合し又は１つ又は２つ以上の固定歯車及び１つ又は２つ以上の円筒
形駆動車輪から係合解除するよう伸長したり引っ込んだりすることができるのが良い。
【００３０】
　本発明の例示の実施形態によれば、移動ロボットがフレームシャーシと、フレームシャ
ーシに結合された移送機構体と、駆動アクスルと、駆動アクスルに取り付けられた１つ又
は２つ以上の固定歯車と、駆動アクスルに取り付けられた１つ又は２つ以上の円筒系駆動
車輪と、を有するのが良い。１つ又は２つ以上の固定歯車は、傾斜した向きで静止軌道と
係合するよう構成され、１つ又は２つ以上の円筒形駆動車輪は、水平の向きで静止軌道に
沿って移動するよう構成されるのが良い。駆動アクスルは、移動ロボットが能動型軌道ス
イッチを必要としないで、垂直の向きの所望の静止軌道又は水平の向きの所望の静止軌道
を選択することができるような仕方で、垂直の向きの軌道か水平の向きの軌道かのいずれ
かで１つ又は２つ以上の固定歯車及び１つ又は２つ以上の円筒形駆動車輪に係合し又は１
つ又は２つ以上の固定歯車及び１つ又は２つ以上の円筒形駆動車輪から係合解除するよう
伸長したり引っ込んだりすることができるのが良い。
【００３１】
　本発明の例示の実施形態によれば、自動注文履行システムが１つ又は２つ以上のトート
を保管するマルチレベルトート保管構造体を含む。１つ又は２つ以上の移動ロボットが１
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つ又は２つ以上のトートをピッキングし、搬送し、そして置き、マルチレベルトート保管
構造体のレベルを水平に横切って動き、１つ又は２つ以上の静止傾斜又は垂直軌道を用い
てマルチレベルトート保管構造体内のレベル相互間で垂直に動くよう構成されている。１
つ又は２つ以上のワークステーションが１つ又は２つ以上のイーチを１つ又は２つ以上の
移動ロボットのうちの１つの上の１つ又は２つ以上のトートのうちの１つから置き場所に
搬送するピッカーを収容するよう構成されている。製品を注文履行システム中に受け入れ
させ、履行注文品を注文履行システムから排出する入力／出力インターフェースが設けら
れている。
【００３２】
　本発明の一実施形態では、移動ロボットが移動ロボットを少なくとも１つの水平の寸法
方向に沿って少なくとも１つの方向に推進する車輪を備えた１つ又は２つ以上の水平駆動
装置を有する。１つ又は２つ以上の垂直駆動装置が移動ロボットを少なくとも１つの垂直
寸法方向に沿って少なくとも１つの方向に推進する車輪を備えている。１つ又は２つ以上
の水平駆動装置は、マルチレベル保管構造体の水平軌道と係合するよう構成され、１つ又
は２つ以上の垂直駆動装置は、マルチレベル保管構造体の傾斜又は垂直軌道と係合するよ
う構成されている。１つ又は２つ以上の水平駆動装置の車輪及び／又は１つ又は２つ以上
の垂直駆動装置の車輪は、移動ロボットが水平軌道及び傾斜又は垂直軌道と選択的に係合
することができるよう動くことができる。
【００３３】
　本発明の諸観点によれば、１つ又は２つ以上の水平駆動装置の車輪と１つ又は２つ以上
の垂直駆動装置の車輪は、同軸であるのが良い。変形例として、１つ又は２つ以上の水平
駆動装置の車輪と１つ又は２つ以上の垂直駆動装置の車輪は、別々のアクスルに取り付け
られても良い。
【００３４】
　本発明の例示の実施形態によれば、移動ロボットが移動ロボットを水平軌道上で推進す
るよう構成された水平駆動手段を有する。垂直駆動手段が移動ロボットを傾斜又は垂直軌
道上で推進するよう構成されている。水平駆動手段及び／又は垂直駆動手段を選択的に駆
動したり位置決めしたりして所望の水平軌道又は所望の垂直軌道に係合し又は所望の水平
軌道又は所望の垂直軌道から係合解除することによって、水平軌道と垂直軌道の交差部の
ところで水平軌道と傾斜又は垂直軌道との間の移行をイネーブルにする手段が設けられて
いる。
【００３５】
　本発明の例示の実施形態によれば、自動注文履行装置が１つ又は２つ以上のトートを保
管するマルチレベルトート保管構造体と、１つ又は２つ以上のトートをピッキングし、搬
送し、そして置くよう構成された１つ又は２つ以上の移動ロボットと、１つ又は２つ以上
のイーチを１つ又は２つ以上の移動ロボットのうちの１つの上の１つ又は２つ以上のトー
トのうちの１つから「プット」場所に搬送するピッカーを収容するよう構成された１つ又
は２つ以上のワークステーションと、物品を注文履行システム中に導入し、履行注文品を
注文履行システムから排出する入力／出力インターフェースと、を有し、移動ロボットは
更に、静止垂直部又は静止ランプを経て注文履行装置内のレベル相互間で動くよう構成さ
れている。
【００３６】
　本発明の別の例示の実施形態によれば、自動注文履行装置が１つ又は２つ以上のトート
を保管するマルチレベルトート保管構造体と、１つ又は２つ以上のトートをピッキングし
、搬送し、そして置くよう構成された１つ又は２つ以上の移動ロボットと、１つ又は２つ
以上のイーチを１つ又は２つ以上の移動ロボットのうちの１つの上の１つ又は２つ以上の
トートのうちの１つから「プット」場所に搬送するピッカーを収容するよう構成された１
つ又は２つ以上のワークステーションと、資材を注文履行システム中に導入し、履行注文
品を注文履行システムから排出する入力／出力インターフェースと、を有し、移動ロボッ
トは更に、静止垂直部又は静止ランプを経て注文履行装置内のレベル相互間で動くよう構
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成され、移動ロボットは更に、水平姿勢でレベル相互間で動くよう構成されている。
【００３７】
　別の例示の実施形態によれば、注文履行ワークステーションが提供され、この注文履行
ワークステーションは、トート支持体及びトート支持体に隣接して位置する傾動場所を有
し、前記傾動場所は、移動ロボットを支持し、ピッカーが１つ又は２つ以上のイーチを移
動ロボットからトート支持体上に置かれたトートに移送する。
【００３８】
　別の例示の実施形態によれば、注文履行ワークステーションが提供され、この注文履行
ワークステーションは、トート支持体及びトート支持体に隣接して位置する傾動場所を有
し、前記傾動場所は、第１の移動ロボットを支持し、ピッカーが１つ又は２つ以上のイー
チを第１の移動ロボットから傾動場所上に設置された第２の移動ロボットに移送する。
【００３９】
　別の例示の実施形態によれば、注文履行ワークステーションが提供され、この注文履行
ワークステーションは、製品支持体、トート支持体に隣接して位置する傾動場所、機械式
ビジョンサブシステム、標的イルミネータ及びピッカーインターフェースを有し、傾動場
所は、移動ロボットを支持し、ピッカーが１つ又は２つ以上のイーチを移動ロボットから
製品支持体に移送し、機械式ビジョンサブシステムは、ピッカーの動きに追従し、標的イ
ルミネータは、ピッキングされるべきイーチ及びイーチが配置されるべき場所を照明し、
ピッカーインターフェースは、情報をピッカーに提供する。
【００４０】
　別の例示の実施形態では、移動ロボットが提供され、この移動ロボットは、フレームシ
ャーシ、シャーシに結合された移送機構体、フレームの第１の端部に結合された２つのト
ラクション駆動装置、フレームの第２の端部に結合された２つの車輪及びフレームに結合
されたキャスタを有し、２つのトラクション駆動装置及びキャスタは、移動ロボットがデ
ッキによって支持されているときに共通の表面に係合し、２つのトラクション駆動装置及
び２つの車輪は、移動ロボットが軌道によって支持されているときに軌道に係合する。
【００４１】
　別の例示の実施形態によれば、移動ロボットが提供され、この移動ロボットは、フレー
ムシャーシ、フレームに結合された移送機構体、及びフレームに結合された４つの作動車
輪組立体を有し、４つの作動車輪組立体の各々は、トラクション車輪及びスプロケットを
含む。
【００４２】
　例示の一実施形態によれば、注文品販売機がマルチレベル容器保管構造体を有する。移
動ロボットが容器を保管したり出庫したりするようマルチレベル容器入れ子構造体内で動
作可能であり、移動ロボットは、全ての容器保管場所への直接接近部を有する。顧客接近
ポートが設けられている。移動ロボットは、容器を顧客接近ポートのところで顧客による
接近可能に位置決めする。
【００４３】
　本発明の諸観点によれば、接近ポートは、容器の一部分だけが顧客接近ポートのところ
で顧客によって接近可能であるように構成可能である。
【００４４】
　本発明の用途の主要な対象は、リテールサプライチェーンであり、保管物品は、製品の
容器であり、これら容器としては、パレット、ケース、又は瓶（「トート（tote）」とも
呼ばれる）が挙げられるが、本発明はまた、他の物品の保管の自動化に容易に利用できる
。
【００４５】
　本発明のこれらの特徴及び他の特徴は、添付の図面と関連して行われる以下の詳細な説
明を参照すると十分に理解されよう。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
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【図１Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図１Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの側面図である。
【図２】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図３】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図４】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図５】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図６Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図６Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの側面図である。
【図７Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図７Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの側面図である。
【図８Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図８Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの側面図である。
【図９】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図１０Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である
。
【図１０Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの側面図である
。
【図１１】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図１２】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図１３】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図１４】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である。
【図１５】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの側面図である。
【図１６Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの正面図である
。
【図１６Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの平面図である
。
【図１７】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの部分等角図であ
る。
【図１８】開示される実施形態の諸観点による例示の注文履行システムの部分等角図であ
る。
【図１９】開示される実施形態の諸観点による例示のコントロールシステムの略図である
。
【図２０Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のワークステーションの側面図であ
る。
【図２０Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のワークステーションの平面図であ
る。
【図２１Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のワークステーションの平面図であ
る。
【図２１Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のワークステーションの側面図であ
る。
【図２２Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のワークステーションの側面図であ
る。
【図２２Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の平面図である。
【図２３Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のワークステーションの概略等角図
である。
【図２３Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のワークステーションの概略等角図
である。
【図２３Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示のワークステーションの概略等角図
である。
【図２４Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のワークステーションの等角図であ
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る。
【図２４Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のワークステーションの等角図であ
る。
【図２５Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの側面図である。
【図２５Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの平面図である。
【図２５Ｃ】開示されるビークルの端面図である。
【図２６Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のモジュールの端面図である。
【図２６Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のモジュールの側面図である。
【図２６Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示のモジュールの平面図である。
【図２７Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの側面図である。
【図２７Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの平面図である。
【図２７Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの端面図である。
【図２８Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの平面図及び側面図であ
る。
【図２８Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの平面図及び側面図であ
る。
【図２８Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの平面図及び側面図であ
る。
【図２８Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの平面図及び側面図であ
る。
【図２８Ｅ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの平面図及び側面図であ
る。
【図２８Ｆ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの平面図及び側面図であ
る。
【図２９Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークル駆動装置の概略平面図で
ある。
【図２９Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークル駆動装置の概略平面図で
ある。
【図２９Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークル駆動装置の概略平面図で
ある。
【図３０Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図３０Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図３０Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図３０Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図３１Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの側面図である。
【図３１Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの端面図である。
【図３１Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図３１Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図３２】開示される実施形態の諸観点による例示のビークル駆動装置の部分等角図であ
る。
【図３３】開示される実施形態の諸観点による例示のビークル駆動装置の部分等角図であ
る。
【図３４Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図３４Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図３５Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの平面図である。
【図３５Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの部分側面図である。
【図３６Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図３６Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図３７Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの側面図
である。
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【図３７Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの側面図
である。
【図３７Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの側面図
である。
【図３７Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプモジュールを備えたビーク
ルの側面図である。
【図３８Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの側面図
、端面図及び平面図である。
【図３８Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの側面図
、端面図及び平面図である。
【図３８Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの側面図
、端面図及び平面図である。
【図３８Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの側面図
、端面図及び平面図である。
【図３９Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの側面図
である。
【図３９Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの等角図
である。
【図３９Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの等角図
である。
【図３９Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの等角図
である。
【図３９Ｅ】開示される実施形態の諸観点による例示のランプを備えたビークルの等角図
である。
【図４０Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の伝動装置の概略側面図である。
【図４０Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の伝動装置の概略側面図である。
【図４０Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示の伝動装置の概略側面図である。
【図４０Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示の伝動装置の概略側面図である。
【図４１Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の垂直ランプを備えたビークルの側
面図である。
【図４１Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の垂直ランプを備えたビークルの等
角図である。
【図４２Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図４２Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図４３Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の垂直ランプを備えたビークルの等
角図である。
【図４３Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の垂直ランプを備えたビークルの等
角図である。
【図４４Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の垂直ランプを備えたビークルの等
角図である。
【図４４Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の垂直ランプを備えたビークルの等
角図である。
【図４５Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４５Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの側面図である
。
【図４５Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの平面図である
。
【図４５Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの等角図である
。
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【図４６Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４６Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４６Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４６Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４７Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図４７Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示のビークルの等角図である。
【図４８Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４８Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４８Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４８Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４８Ｅ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４９Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４９Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４９Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４９Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図４９Ｅ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの端面図である
。
【図５０Ａ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの等角図である
。
【図５０Ｂ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの等角図である
。
【図５０Ｃ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの等角図である
。
【図５０Ｄ】開示される実施形態の諸観点による例示の直交駆動ユニットの等角図である
。
【図５０Ｅ】直交駆動ユニットの等角図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　図１～図５０Ｅは、本発明の注文履行システムの例示の１つ又は複数の実施形態を示し
ており、図全体にわたって、同一の部分は、同一の参照符号で示されている。本発明を図
示の例示の１つ又は複数の実施形態と関連して説明するが、多くの変形形態が本発明を具
体化できることは理解されるべきである。当業者であれば、本発明の精神及び範囲を依然
として保つ仕方で、開示する実施形態のパラメータ、例えば要素又は物体（又は資材）の
寸法、形状及び形式を変更する様々な仕方を更に想到するであろう。
【００４８】
　開示する実施形態をサプライチェーン、例えばリテールサプライチェーンにおける使用
のための注文履行システムとして説明する場合がある。製造業者から受け取った製品のケ
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ースについて小売店からの注文を履行するため又は本明細書において「イーチ」（他の一
般的に用いられる同義語としては、「ピース（pieces）」、「商品（articles）」、「ア
イテム（items ）」が挙げられる）というかかるケースに含まれている個別的な製品ユニ
ット又は一般にケース未満量で小売店又は個々の顧客によって注文された任意の商品につ
いての個々の顧客からの注文を履行するための実施形態が開示される。本発明の他の用途
、例えば部品の保管・出庫及び製造作業内におけるワークインプロセスに用いることがで
きるが、一使用分野は、リテールサプライチェーンにおける注文履行である。
【００４９】
　実施形態は、以下の主要なコンポーネントサブシステムを有する場合がある。
　（１）一般に床から天井まで全ての利用可能な立方容積部を用いることによって空間利
用度を最大にするよう構成されていてピッキング在庫品を保持するマルチレベルラック構
造体、
　（２）制御指令を受け取って、ラック構造体内の保管場所とワークステーションの間で
の製品（ピッキング在庫品）の容器の運動の取り扱いを含む実施形態に応じて種々の移送
及び搬送機能を実行することができる自律又は半自律型ビークルであるモバイルビークル
又はロボット、
　（３）履行実施形態では、例えば、人間又はロボットであるピッカーが実施形態に応じ
てケース又はイーチを何らかの形態の注文品容器内に直接移送するか又は注文品容器に移
送する中間ロボットに移送するかのいずれかを行うワークステーション、
　（４）システム全体の動作を管理するコンピュータ、ソフトウェア、及び通信コンポー
ネントを含む中央又は集中制御システム。作動システムは、製品をシステム中に受け入れ
させてピッキング在庫品を補充し、完了した注文をシステムから出して最終的に顧客に配
送する１つ又は２つ以上の入力／出力インターフェースを更に含むのが良く、ただし、こ
のインターフェースの詳細は、互いに異なる用途について様々である傾向がある。
【００５０】
　当業者であれば理解されるように、本明細書において説明する移送機構体は、保管され
ると共に出庫されることが必要な特定の物品に基づいて用途及び具体化例に応じて様々で
ある場合がある。種々の保管・出庫システムに関し、移送機構体は、幾つかの形態をとる
ことができ、他方、注文履行実施形態では、移送機構体は、他の形態をとることができ、
したがって、本発明は、本明細書において説明する特定の移送機構体には限定されない。
【００５１】
　例示のイーチピッキング実施形態では、イーチは、例えばリテールサプライチェーンに
おいて取り扱いの最も粒状のユニットである。通常「イーチピッキング（each-picking）
」又は「ピースピッキング（piece-picking ）」と呼ばれるイーチの注文を履行するプロ
セスは、特に伝統的な「ピッカー‐トゥ‐グッズ（picker-to-goods）」プロセスモデル
を用いたあらゆる履行プロセスの最も労働集約型のプロセスであると言え、伝統的な「ピ
ッカー‐トゥ‐グッズ（picker-to-goods）」プロセスモデルでは、ピッカーは、注文さ
れたイーチをピッキングするために静止製品保管場所まで動く。例示の実施形態では、「
トート（Tote）」という用語は、保管又は取り扱われるべき物体を保持する容器に関する
材料取り扱い分野において一般的に用いられている用語である。当業者であれば理解され
るように、本発明の保管・出庫具体化例では、容器は、移動ロボットを用いて物品を保管
したり運搬したりするために利用され、「トート（tote）」実施形態は、注文履行システ
ムで具体化される容器の特定の形態である。
【００５２】
　ピッカーの処理量を最大にするとともに極めて高い又はそれどころか完全なレベルの自
動化を達成するため、開示する実施形態は、「グッズ‐トゥ‐ピッカー（goods-to-picke
r）」プロセスモデルを具体化しており、かかる「グッズ‐トゥ‐ピッカー（goods-to-pi
cker）」プロセスモデルでは、移動ロボットビークルは、イーチの容器をワークステーシ
ョンまで搬送し、ここで、静止ピッカー（人間かロボットかのいずれか）が容器から注文
されたイーチをピッキングする。次にピッキングされたイーチを最終的には注文品容器内
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に入れ、そしてこれらを最後には顧客、すなわち小売店か個々の顧客かのいずれかに配送
する。
【００５３】
　例を挙げると、２つのイーチピッキング実施形態が本明細書において開示され、これら
相互間の本質的な差は、イーチを注文品容器内に移送する「プット（put）」プロセスで
ある。第１の実施形態（“Ｅ‐１”）では、この移送プロセスは、イーチを単一の動きで
製品容器から注文品容器内に直接移送する典型的な「ダイレクト‐プット（direct-put）
」プロセスである。第２の実施形態（“Ｅ‐２”）は、この移送が２つの動きで行われ、
すなわち、ピッキングされたイーチを最初に別の移動ロボット中に入れ、この別の移動ロ
ボットは、このイーチを注文品容器まで移送する中間キャリヤとしての役目を果たし、次
にこのイーチを注文品容器に入れる「インダイレクト‐プット（indirect-put）」プロセ
スを特徴としている。
【００５４】
　Ｅ‐１（ダイレクト‐プット）とＥ‐２（インダイレクト‐プット）の両方は、以下の
７つの要素又はサブシステムを含むのが良く、すなわち、
　（１）注文を履行するために用いられるイーチのピッキング在庫品を収容する製品トー
ト（以下、「Ｐ‐Ｔｏｔｅ」という）、
　（２）注文を履行するためにピッキングされるイーチを収容した注文品トート（以下、
「Ｏ‐Ｔｏｔｅ」という）、
　（３）自己推進式かつ自己かじ取り式であってペイロード、通常トート（しかしながら
全てそうであるとは限らない）を移送するとともに搬送することができるロボットビーク
ル（移動ロボット）（以下、「Ｔ‐Ｂｏｔ」（又は総称して「ボット」）という）、
　（４）トート保管構造体（以下、“ＴＳＳ”という）、このＴＳＳは、保管したトート
（Ｐ‐ＴｏｔｅとＯ‐Ｔｏｔｅの両方）の構造的支持体となるとともにＴＳＳ内で動作す
るボットの構造的支持体となる、
　（５）人間又はロボットであるピッカーがイーチをＰ‐Ｔｏｔｅから取り出してこれら
イーチを実施形態に応じてＯ‐Ｔｏｔｅか別のＴ‐Ｂｏｔかのいずれかに入れるピッキン
グワークステーション、
　（６）システム内のリソース（種々のロボットの全てを含む）の大部分を管理し、注文
履行プロセス全体及び全ての関連プロセスを組織化し、そして状態及び制御インターフェ
ースをシステムの人間であるオペレータ及び外部システムに提供する中央制御システム（
以下、“ＣＣＳ”という）、このＣＣＳは、ソフトウェア、コンピュータ、及びネットワ
ーク機器から成り、
　（７）Ｔ‐Ｂｏｔがシステムから出たトートを排出したりシステムに入ったトートを受
け入れたりする入力／出力（“Ｉ／Ｏ”）インターフェースである。
【００５５】
　Ｅ‐２（インダイレクト‐プット）は、２つの追加の要素又はサブシステムを更に含み
、かかる２つの追加の要素又はサブシステムは次の通りである。
　（８）ピッキングワークステーションのところでピッキングされたイーチを受け入れる
とともに保持し、次にこれらイーチをターゲットＯ‐Ｔｏｔｅ（例えば、ボット、以下、
「イーチボット（Each-Bot）」又は単に「Ｅ‐Ｂｏｔ」という）中に移送するイーチ移送
組立体を備えたＴ‐Ｂｏｔ、及び
　（９）注文品ローディング構造体（以下、“ＯＬＳ”という）、このＯＬＳは、ローデ
ィング中のＯ‐Ｔｏｔｅ及びＯＬＳ内で動作するＯ‐Ｂｏｔ及びＥ‐Ｂｏｔの構造的支持
体となる。
【００５６】
　これら要素及びこれらそれぞれの相互動作について以下に詳細に説明する。理解される
べきこととして、追加の補助機器及びサブシステム、例えば働かなくなったロボットビー
クルを取り出す際に用いられる保守ホイスト、ロボットビークル収容及び安全な人間のア
クセスのための安全特徴部、消火システムなどが上述のシステムと関連している。
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【００５７】
　軌道が本明細書全体にわたって言及されており、これら軌道は、移動ロボットが移動す
る種々の向き（例えば、水平、傾斜、又は垂直）の支持体を意味している。「軌道」とい
う用語の意味は、その一般的に受け入れられている定義と一致するものであり、辿られる
よう布設されたコース、平行なレール（例えば、列車又は車輪付きカートにおいて用いら
れる）、カートなどの車輪又はローラと係合する単一又は多数のレール、チャネル、及び
／又は当業者には理解される可動ビークル又はカートの他形式の経路指示及び案内が挙げ
られる。
【００５８】
　図１Ａを参照すると、例示の注文履行システム１０の概略平面図が示されている。本実
施形態を図示の実施形態を参照して説明するが、理解されるべきこととして、本発明は、
変形実施形態という多くの形態で具体化できる。加うるに、物体又は要素の任意適当な寸
法、形状又は形式を使用できる。注文履行システム１０及び開示する実施形態は、説明す
るような特徴を有することができるとともに／あるいは２０１４年３月１４日に出願され
た米国特許出願第１４／２１３，１８７号明細書（発明の名称：Automated Systems for 
Transporting Payloads）に記載されているような任意適当な組み合わせ特徴を有するこ
とができ、かかる特許出願を参照により引用し、その記載内容全体を本明細書の一部とす
る。図１Ｂもまた参照すると、例示の注文履行システム１０の側面図が示されている。注
文履行システム１０は、トートを移送するとともに搬送する移動ロボット又はビークルと
ともに製品トート及び注文品トートを含むのが良い。トート保管構造体１２が保管したト
ート及び更にこのトート保管構造体内で動作する移動ロボットの構造的支持体として示さ
れており、これについては詳細に説明する。移動ロボットトランシット構造体１４が示さ
れており、かかる移動ロボットトランシット構造体により、移動ロボットは、３つの寸法
方向又は三次元に、すなわち、ラック構造体とワークステーションを相互連結している平
板状トランシットデッキ上で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レーンとワー
クステーションを相互連結した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動する。ピッキングワー
クステーション１６が多数の高さ位置のところでアレイ状に示されており、人間又はロボ
ットのピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そしてシステム構成に応じて、これ
らイーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に入れる。中央制御システム１８が
ソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から成るものとして示されており、
この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明するシステムリソースを管理する
。入力／出力インターフェース２０がスパー付きのコンベヤとして示されており、移動ロ
ボットがシステムに入ったトート（満杯の製品トート及び空の注文品トート）を受け入れ
てシステムを出たトート（空の製品トート及び満杯の注文品トート）をスパーのところで
排出する。
【００５９】
　次に図２を参照すると、例示の注文履行システム３０の平面図が示されている。注文履
行システム３０は、アイル及びトランシットランプを用いるものとして構成され、この注
文履行システム３０は、トートを輸送するとともに搬送する移動ロボット又はビークルと
ともに製品トート及び注文品トートを含むのが良い。マルチレベルトート保管構造体３２
が保管したトート及び更にマルチレベルトート保管構造体内で動作する移動ロボットのた
めの構造的支持体として示されており、これについては以下に詳細に説明する。移動ロボ
ットトランシット構造体３４，３４′が示され、これら移動ロボットトランシット構造体
により、移動ロボットは、３つの寸法方向に又は三次元に、すなわち、ラック構造体とワ
ークステーションを相互連結している平板状トランシットデッキ上で水平に、そして多数
の高さ位置のところで保管レーンとワークステーションを相互連結した垂直軌道又はラン
プ上で垂直に移動する。特に、移動ロボットは、マルチレベルトート保管構造体３２によ
り提供される垂直リフト、垂直コンベヤ、又はかかるアニメ化機構体を必要としないで、
マルチレベルトート保管構造体３２内のレベル相互間で垂直に動くよう構成されている。
これとは異なり、移動ロボットは、レベル相互間で垂直に移動するようマルチレベルトー



(24) JP 2018-517646 A 2018.7.5

10

20

30

40

50

ト保管構造体３２の垂直軌道又はランプを利用するよう構成されている。ピッキングワー
クステーション３６，３６′が多数の高さ位置のところでアレイ状に示されており、人間
又はロボットのピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そしてシステム構成に応じ
て、これらイーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に入れる。中央制御システ
ム３８がソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から成るものとして示され
ており、この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明するシステムリソースを
管理する。入力／出力インターフェース４０がスパー付きのコンベヤとして示されており
、移動ロボットがシステムに入ったトート（満杯の製品トート及び空の注文品トート）を
受け入れてシステムを出たトート（空の製品トート及び満杯の注文品トート）をスパーの
ところで排出する。
【００６０】
　次に図３を参照すると、例示の注文履行システム６０の平面図が示されている。注文履
行システム６０は、移動ロボットタワーを用いるものとして構成され、この注文履行シス
テム６０は、トートを輸送するとともに搬送する移動ロボット又はビークルとともに製品
トート及び注文品トートを含むのが良い。トート保管構造体６２が保管したトート及び更
にトート保管構造体内で動作する移動ロボットのための構造的支持体として示されており
、これについては以下に詳細に説明する。移動ロボットトランシット構造体６４，６４′
が示され、これら移動ロボットトランシット構造体により、移動ロボットは、３つの寸法
方向に又は三次元に、すなわち、ラック構造体とワークステーションを相互連結している
平板状トランシットデッキ上で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レーンとワ
ークステーションを相互連結した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合、マル
チレベルトート保管構造体３２により提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを必要とし
ない。ピッキングワークステーション６６，６６′が多数の高さ位置のところでアレイ状
に示されており、人間又はロボットのピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そし
てシステム構成に応じて、これらイーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に入
れる。中央制御システム６８がソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から
成るものとして示されており、この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明す
るシステムリソースを管理する。入力／出力インターフェース７０がスパー付きのコンベ
ヤとして示されており、移動ロボットがシステムに入ったトート（満杯の製品トート及び
空の注文品トート）を受け入れてシステムを出たトート（空の製品トート及び満杯の注文
品トート）をスパーのところで排出する。システム６０は、システムＩ／Ｏ７０がそれ自
体のデッキを有することができるようにする垂直軌道又はタワーを利用することができる
。
【００６１】
　次に図４を参照すると、例示の注文履行システム９０の平面図が示されている。注文履
行システム９０は、トートを輸送するとともに搬送する移動ロボット又はビークルととも
に製品トート及び注文品トートを含むのが良い。トート保管構造体９２が保管したトート
及び更にトート保管構造体内で動作する移動ロボットのための構造的支持体として示され
ており、これについては以下に詳細に説明する。移動ロボットトランシット構造体９４が
示され、これら移動ロボットトランシット構造体により、移動ロボットは、３つの寸法方
向に又は三次元に、すなわち、ラック構造体とワークステーションを相互連結している平
板状トランシットデッキ上で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レーンとワー
クステーションを相互連結した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合、マルチ
レベルトート保管構造体３２により提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを必要としな
い。ピッキングワークステーション９６が多数の高さ位置のところでアレイ状に示されて
おり、人間又はロボットのピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そしてシステム
構成に応じて、これらイーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に入れる。中央
制御システム９８がソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から成るものと
して示されており、この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明するシステム
リソースを管理する。入力／出力インターフェース１００がスパー付きのコンベヤとして
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示されており、移動ロボットがシステムに入ったトート（満杯の製品トート及び空の注文
品トート）を受け入れてシステムを出たトート（空の製品トート及び満杯の注文品トート
）をスパーのところで排出する。
【００６２】
　次に図５を参照すると、例示の注文履行システム１２０の平面図が示されている。注文
履行システム１２０は、トートを輸送するとともに搬送する移動ロボット又はビークルと
ともに製品トート及び注文品トートを含むのが良い。トート保管構造体１２２が保管した
トート及び更にトート保管構造体内で動作する移動ロボットのための構造的支持体として
示されており、これについては以下に詳細に説明する。移動ロボットトランシット構造体
１２４が示され、これら移動ロボットトランシット構造体により、移動ロボットは、３つ
の寸法方向に又は三次元に、すなわち、ラック構造体とワークステーションを相互連結し
ている平板状トランシットデッキ上で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レー
ンとワークステーションを相互連結した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合
、マルチレベルトート保管構造体３２により提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを必
要としない。ピッキングワークステーション１２６が多数の高さ位置のところでアレイ状
に示されており、人間又はロボットのピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そし
てシステム構成に応じて、これらイーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に入
れる。中央制御システム１２８がソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器か
ら成るものとして示されており、この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明
するシステムリソースを管理する。入力／出力インターフェース１３０がスパー付きのコ
ンベヤとして示されており、移動ロボットがシステムに入ったトート（満杯の製品トート
及び空の注文品トート）を受け入れてシステムを出たトート（空の製品トート及び満杯の
注文品トート）をスパーのところで排出する。システム１２０は、システムＩ／Ｏ１３０
がそれ自体のデッキを有することができるようにする垂直軌道又はタワーを利用すること
ができる。
【００６３】
　次に図６Ａ及び図６Ｂを参照すると、例示の注文履行システム１５０の平面図及び側面
図がそれぞれ示されている。注文履行システム１５０は、シングルエンド形の双方向フロ
ーシステムの状態で示されており、移動ロボットは、アイル内で双方向に移動し、ワーク
ステーションは、単一のエンド（端）上に構成されている。注文履行システム１５０は、
トートを輸送するとともに搬送する移動ロボット又はビークルとともに製品トート及び注
文品トートを含むのが良い。トート保管構造体１５２が保管したトート及び更にトート保
管構造体内で動作する移動ロボットのための構造的支持体として示されており、これにつ
いては以下に詳細に説明する。移動ロボットトランシット構造体１５４が示され、これら
移動ロボットトランシット構造体により、移動ロボットは、３つの寸法方向に又は三次元
に、すなわち、ラック構造体とワークステーションを相互連結している平板状トランシッ
トデッキ上で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レーンとワークステーション
を相互連結した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合、マルチレベルトート保
管構造体３２により提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを必要としない。ピッキング
ワークステーション１５６が多数の高さ位置のところでアレイ状に示されており、人間又
はロボットのピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そしてシステム構成に応じて
、これらイーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に入れる。中央制御システム
１５８がソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から成るものとして示され
ており、この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明するシステムリソースを
管理する。入力／出力インターフェース１６０が示されており、移動ロボットがシステム
に入ったトート（満杯の製品トート及び空の注文品トート）を受け入れてシステムを出た
トート（空の製品トート及び満杯の注文品トート）を排出する。注文履行システム１５０
は、システムＩ／Ｏ１６０がそれ自体のデッキを有することができるようにする垂直軌道
又はタワーを利用することができる。注文履行システム１５０は、注文品ローディング構
造体１６２を更に含むのが良く、注文品ローディング構造体１６２は、移動ロボットがト
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ートの両側からトートに接近することができる特徴を除き、トート保管構造体１５２とほ
ぼ同じ特徴を有する。トートは、双方向１６４の仕方で注文履行システム１５０を通って
移動する。
【００６４】
　次に図７Ａ及び図７Ｂを参照すると、例示の注文履行システム１８０の平面図及び側面
図がそれぞれ示されている。注文履行システム１８０は、ダブルエンド形の双方向フロー
システムの状態で示されており、移動ロボットは、アイル内で双方向に移動し、ワークス
テーションは、両方のエンド（端）上に構成されている。注文履行システム１８０は、ト
ートを輸送するとともに搬送する移動ロボット又はビークルとともに製品トート及び注文
品トートを含むのが良い。トート保管構造体１８２が保管したトート及び更にトート保管
構造体内で動作する移動ロボットのための構造的支持体として示されており、これについ
ては以下に詳細に説明する。移動ロボットトランシット構造体１８４，１８４′が示され
、これら移動ロボットトランシット構造体により、移動ロボットは、３つの寸法方向に又
は三次元に、すなわち、ラック構造体とワークステーションを相互連結している平板状ト
ランシットデッキ上で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レーンとワークステ
ーションを相互連結した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合、マルチレベル
トート保管構造体３２により提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを必要としない。ピ
ッキングワークステーション１８６，１８６′が多数の高さ位置のところでアレイ状に示
されており、人間又はロボットのピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そしてシ
ステム構成に応じて、これらイーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に入れる
。中央制御システム１８８がソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から成
るものとして示されており、この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明する
システムリソースを管理する。入力／出力インターフェース１９０が示されており、移動
ロボットがシステムに入ったトート（満杯の製品トート及び空の注文品トート）を受け入
れてシステムを出たトート（空の製品トート及び満杯の注文品トート）を排出する。注文
履行システム１８０は、システムＩ／Ｏ１９０がそれ自体のデッキを有することができる
ようにする垂直軌道又はタワーを利用することができる。注文履行システム１５０は、注
文品ローディング構造体１９２，１９２′を更に含むのが良く、注文品ローディング構造
体１９２，１９２′は、移動ロボットがトートの両側からトートに接近することができる
特徴を除き、トート保管構造体１８２とほぼ同じ特徴を有する。トートは、双方向１９４
の仕方で注文履行システム１５０を通って移動する。
【００６５】
　次に図８Ａ及び図８Ｂを参照すると、例示の注文履行システム２１０の平面図及び側面
図がそれぞれ示されている。注文履行システム２１０は、ダブルエンド形の双方向フロー
システムの状態で示されており、移動ロボットは、アイル内で双方向に移動し、ワークス
テーションは、システム２１０の両方のエンド（端）上に構成されている。注文履行シス
テム２１０は、トートを輸送するとともに搬送する移動ロボット又はビークルとともに製
品トート及び注文品トートを含むのが良い。トート保管構造体２１２が保管したトート及
び更にトート保管構造体内で動作する移動ロボットのための構造的支持体として示されて
おり、これについては以下に詳細に説明する。移動ロボットトランシット構造体２１４，
２１４′が示され、これら移動ロボットトランシット構造体により、移動ロボットは、３
つの寸法方向に又は三次元に、すなわち、ラック構造体とワークステーションを相互連結
している平板状トランシットデッキ上で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レ
ーンとワークステーションを相互連結した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場
合、マルチレベルトート保管構造体３２により提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを
必要としない。ピッキングワークステーション２１６が多数の高さ位置のところでアレイ
状に示されており、人間又はロボットのピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そ
してシステム構成に応じて、これらイーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に
入れる。中央制御システム２１８がソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器
から成るものとして示されており、この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説
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明するシステムリソースを管理する。入力／出力インターフェース２２０が示されており
、移動ロボットがシステムに入ったトート（満杯の製品トート及び空の注文品トート）を
受け入れてシステムを出たトート（空の製品トート及び満杯の注文品トート）を排出する
。システム２１０は、システムＩ／Ｏ２２０がそれ自体のデッキを有することができるよ
うにする垂直軌道又はタワーを利用することができる。トートは、一方向２２４の仕方で
システム２１０を通って移動する。
【００６６】
　次に図９を参照すると、例示の注文履行システム２４０の平面図が示されている。注文
履行システム２４０は、ダイレクト‐プットかつダブルエンド形の一方向流れシステム形
態で示され、移動ロボットは、アイル内を一方向に動き、ワークステーションが両方のエ
ンドから接近可能なダイレクト‐プットワークステーションとしてシステム２４０のサイ
ド（側）上に構成されている。注文履行システム２４０は、トートを輸送するとともに搬
送する移動ロボット又はビークルとともに製品トート及び注文品トートを含むのが良い。
トート保管構造体２４２が保管したトート及び更にトート保管構造体内で動作する移動ロ
ボットのための構造的支持体として示されており、これについては以下に詳細に説明する
。移動ロボットトランシット構造体２４４，２４４′が示され、これら移動ロボットトラ
ンシット構造体により、移動ロボットは、３つの寸法方向に又は三次元に、すなわち、ラ
ック構造体とワークステーションを相互連結している平板状トランシットデッキ上で水平
に、そして多数の高さ位置のところで保管レーンとワークステーションを相互連結した垂
直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合、マルチレベルトート保管構造体３２によ
り提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを必要としない。ピッキングワークステーショ
ン２４６が多数の高さ位置のところでアレイ状に示されており、人間又はロボットのピッ
カーがイーチを製品トートから取り出し、そしてシステム構成に応じて、これらイーチを
注文品トートかロボットかのいずれかの中に入れる。中央制御システム２４８がソフトウ
ェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から成るものとして示されており、この中央
制御システムは、例えば図１９を参照して説明するシステムリソースを管理する。入力／
出力インターフェース２５０が示されており、移動ロボットがシステムに入ったトート（
満杯の製品トート及び空の注文品トート）を受け入れてシステムを出たトート（空の製品
トート及び満杯の注文品トート）を排出する。トートは、一方向２５２の仕方でシステム
２４０を通って移動する。
【００６７】
　次に図１０Ａ及び図１０Ｂを参照すると、例示の注文履行システム２７０の平面図及び
側面図がそれぞれ示されている。注文履行システム２７０は、ダイレクト‐プットかつシ
ングルエンド形の双方向流れシステム形態で示され、移動ロボットは、アイル内を双方向
に動き、ワークステーションが一方のエンド（端）から接近可能なダイレクト‐プットワ
ークステーションとしてシステム２７０のエンド（端）上に構成されている。注文履行シ
ステム２７０は、トートを輸送するとともに搬送する移動ロボット又はビークルとともに
製品トート及び注文品トートを含むのが良い。トート保管構造体２７２が保管したトート
及び更にトート保管構造体内で動作する移動ロボットのための構造的支持体として示され
ており、これについては以下に詳細に説明する。移動ロボットトランシット構造体２７４
が示され、これら移動ロボットトランシット構造体により、移動ロボットは、３つの寸法
方向に又は三次元に、すなわち、ラック構造体とワークステーションを相互連結している
平板状トランシットデッキ上で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レーンとワ
ークステーションを相互連結した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合、マル
チレベルトート保管構造体３２により提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを必要とし
ない。ピッキングワークステーション２７６が多数の高さ位置のところでアレイ状に示さ
れており、人間又はロボットのピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そしてシス
テム構成に応じて、これらイーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に入れる。
中央制御システム２７８がソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から成る
ものとして示されており、この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明するシ
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ステムリソースを管理する。入力／出力インターフェース２８０が示されており、移動ロ
ボットがシステムに入ったトート（満杯の製品トート及び空の注文品トート）を受け入れ
てシステムを出たトート（空の製品トート及び満杯の注文品トート）を排出する。トート
は、双方向２８２の仕方でシステム２７０を通って移動する。
【００６８】
　次に図１１を参照すると、例示の注文履行システム３００の平面図が示されている。注
文履行システム３００は、ダイレクト‐プットかつダブルエンド形の双方向流れシステム
形態で示され、移動ロボットは、アイル内を双方向に動き、ワークステーションが両方の
エンド（端）から接近可能なダイレクト‐プットワークステーションとしてシステム３０
０の両方のエンド（端）上に構成されている。注文履行システム３００は、トートを輸送
するとともに搬送する移動ロボット又はビークルとともに製品トート及び注文品トートを
含むのが良い。トート保管構造体３０２が保管したトート及び更にトート保管構造体内で
動作する移動ロボットのための構造的支持体として示されており、これについては以下に
詳細に説明する。移動ロボットトランシット構造体３０４，３０４′が示され、これら移
動ロボットトランシット構造体により、移動ロボットは、３つの寸法方向に又は三次元に
、すなわち、ラック構造体とワークステーションを相互連結している平板状トランシット
デッキ上で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レーンとワークステーションを
相互連結した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合、マルチレベルトート保管
構造体３２により提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを必要としない。ピッキングワ
ークステーション３０６，３０６′が多数の高さ位置のところでアレイ状に示されており
、人間又はロボットのピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そしてシステム構成
に応じて、これらイーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に入れる。中央制御
システム３０８がソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から成るものとし
て示されており、この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明するシステムリ
ソースを管理する。入力／出力インターフェース３１０が示されており、移動ロボットが
システムに入ったトート（満杯の製品トート及び空の注文品トート）を受け入れてシステ
ムを出たトート（空の製品トート及び満杯の注文品トート）を排出する。トートは、双方
向３１２の仕方でシステム３００を通って移動する。
【００６９】
　次に図１２を参照すると、例示の注文履行システム３３０の平面図が示されている。注
文履行システム３３０は、インダイレクト‐プットかつシングルエンド形の双方向流れシ
ステム形態で示され、移動ロボットは、アイル内を双方向に動き、ワークステーションが
中間部から接近可能なインダイレクト‐プットワークステーションとしてシステム３３０
のエンド（端）上に構成されている。注文履行システム３３０は、トートを輸送するとと
もに搬送する移動ロボット又はビークルとともに製品トート及び注文品トートを含むのが
良い。トート保管構造体３３２が保管したトート及び更にトート保管構造体内で動作する
移動ロボットのための構造的支持体として示されており、これについては以下に詳細に説
明する。移動ロボットトランシット構造体３３４，３３４′が示され、これら移動ロボッ
トトランシット構造体により、移動ロボットは、３つの寸法方向に又は三次元に、すなわ
ち、ラック構造体とワークステーションを相互連結している平板状トランシットデッキ上
で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レーンとワークステーションを相互連結
した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合、マルチレベルトート保管構造体３
２により提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを必要としない。ピッキングワークステ
ーション３３６が多数の高さ位置のところでアレイ状に示されており、人間又はロボット
のピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そしてシステム構成に応じて、これらイ
ーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に入れる。中央制御システム３３８がソ
フトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から成るものとして示されており、こ
の中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明するシステムリソースを管理する。
入力／出力インターフェース３４０が示されており、移動ロボットがシステムに入ったト
ート（満杯の製品トート及び空の注文品トート）を受け入れてシステムを出たトート（空
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の製品トート及び満杯の注文品トート）を排出する。注文履行システム３３０は、注文品
ローディング構造体３４２を更に含むのが良く、注文品ローディング構造体３４２は、移
動ロボットがトートの両側からトートに接近することができる特徴を除き、トート保管構
造体３３２とほぼ同じ特徴を有する。トートは、双方向３４４の仕方で注文履行システム
３３０を通って移動する。
【００７０】
　次に図１３を参照すると、例示の注文履行システム３６０の平面図が示されている。注
文履行システム３６０は、インダイレクト‐プットかつダブルエンド形の一方向流れシス
テム形態で示され、移動ロボットは、アイル内を一方向に動き、ワークステーションが中
間部から接近可能なインダイレクト‐プットワークステーションとしてシステム３６０の
一方のサイド（側）上に構成されている。注文履行システム３６０は、トートを輸送する
とともに搬送する移動ロボット又はビークルとともに製品トート及び注文品トートを含む
のが良い。トート保管構造体３６２が保管したトート及び更にトート保管構造体内で動作
する移動ロボットのための構造的支持体として示されており、これについては以下に詳細
に説明する。移動ロボットトランシット構造体３６４，３６４′が示され、これら移動ロ
ボットトランシット構造体により、移動ロボットは、３つの寸法方向に又は三次元に、す
なわち、ラック構造体とワークステーションを相互連結している平板状トランシットデッ
キ上で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レーンとワークステーションを相互
連結した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合、マルチレベルトート保管構造
体３２により提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを必要としない。ピッキングワーク
ステーション３６６が多数の高さ位置のところでアレイ状に示されており、人間又はロボ
ットのピッカーがイーチを製品トートから取り出し、そしてシステム構成に応じて、これ
らイーチを注文品トートかロボットかのいずれかの中に入れる。中央制御システム３６８
がソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から成るものとして示されており
、この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明するシステムリソースを管理す
る。入力／出力インターフェース３７０，３７０′が示されており、移動ロボットがシス
テムに入ったトート（満杯の製品トート及び空の注文品トート）を受け入れてシステムを
出たトート（空の製品トート及び満杯の注文品トート）を排出する。注文履行システム３
６０は、注文品ローディング構造体３７２を更に含むのが良く、注文品ローディング構造
体３７２は、移動ロボットがトートの両側からトートに接近することができる特徴を除き
、トート保管構造体３６２とほぼ同じ特徴を有する。トートは、一方向３７４の仕方で注
文履行システム３６０を通って移動する。
【００７１】
　次に図１４を参照すると、例示の注文履行システム３９０の平面図が示されている。注
文履行システム３９０は、例示のケースピッキング形態で示されている。注文履行システ
ム３９０は、ケースを保管状態に移送するとともに搬送し、次に保管状態からパレット化
ワークステーション３９６に移送するとともに搬送する移動ロボット又はビークルととも
にケースを含むのが良い。ケース保管構造体３９２は、保管したケース及び更にケース保
管構造体内で動作する移動ロボットのための構造的支持体として示されており、これにつ
いては詳細に説明する。移動ロボットトランシット構造体３９４，３９４′が示され、こ
れら移動ロボットトランシット構造体により、移動ロボットは、３つの寸法方向に又は三
次元に、すなわち、ラック構造体とワークステーションを相互連結している平板状トラン
シットデッキ上で水平に、そして多数の高さ位置のところで保管レーンとワークステーシ
ョンを相互連結した垂直軌道又はランプ上で垂直に移動し、この場合、マルチレベルトー
ト保管構造体３２により提供される垂直リフト又は垂直コンベヤを必要としない。パレッ
ト化ワークステーション３９６が多数の高さ位置のところでアレイ状に示されており、か
かる高さ位置のところで、人間又はロボットのピッカーがケースを棚から取出し（移動ロ
ボットによって置かれた後に）、そしてこれらケースをパレット上に置き、次にこれらを
パレットを包装するのが良く、そしてこれらは、コンベヤその他によって出るのが良い。
中央制御システム３９８がソフトウェア、コンピュータ、及びネットワーク機器から成る



(30) JP 2018-517646 A 2018.7.5

10

20

30

40

50

ものとして示されており、この中央制御システムは、例えば図１９を参照して説明するシ
ステムリソースを管理する。入力インターフェース４００が示されており、この入力イン
ターフェースでは、移動ロボットは、コンベヤを経てシステムに入ったケースを受け取り
、コンベヤでは、移動ロボットが１つ又は２つ以上のケースをケース保管構造体３９２に
搬送するのが良い。
【００７２】
　次に、図１５及び図１６Ａ、図１６Ｂを参照すると、それぞれ、自動販売構成で構成さ
れた実施例の注文履行システムの側面図、正面図及び平面図が図示されている。また、図
１７及び図１８も参照すると、それぞれ、実施例の注文履行システムの部分等角図が図示
されている。ここで、注文履行システムは、注文品販売機４２０又は「ＯＶＭ」（order 
vending machine）又は別様として記載されている可能性がある。注文品販売機４２０は
、代替的な、例えば、納品物又は他の何らかの適当な用途の店舗販売に利用できる、ロボ
ット車両ラックシステムの小型版を示す。例えば、車両技術は、「ラストマイル」デリバ
リー問題に適用されるようなｅコマースで利用しても良い。例えば、ｅコマース「専業」
会社は、大量の注文品を顧客の家まで届けざるを得ず、そのことは、コストがかかる可能
性がある。セルフサービス店及びオンライン販売の両方を運営している小売業者は、一般
に「クリック‐アンド‐コレクト」と呼ばれる、店舗の所在地で注文品を出すという選択
肢を提示することができるが、実際には、このモデルは、追加的かつ予測不可能な仕事量
を店員に課すことになり、顧客の待ち時間が長くなるなどの可能性がある。ここでは、注
文品販売機４２０は、売り場スペース（又は、床面）をほとんど必要としないが、大量の
注文に確実に適用できる自動化解決策を提供し、また、便利なオンデマンドアクセスを提
供し、及び顧客に対するトランザクション時間も短くなる。ここでは、注文品販売機４２
０は、ｅコマース履行センターとともに機能する注文品販売機（ＯＶＭ）と呼ぶことがで
きる、ロボット車両ベースの「マイクロウェアハウス」であってもよく、例えば、ロボッ
ト車両ベースのシステムを備えたものとすることができる。一観点では、顧客の注文品を
収容する注文品トート（Order-Totes:O-Totes）をＯＶＭまで送ってＯＶＭ内に保管し、
その後、顧客に対してオンデマンドで提示することができ、ロボット車両が、所要のトー
トの保管及び取出し機能のすべてを実行する。ここで、図１５～図１８は、注文品販売機
４２０システムの実施形態を示し、注文品販売機は、２つの対向するマルチレベル保管モ
ジュール４２４，４２６を有する単一の通路４２２と、この通路の一端又は代替的に両端
におけるボットタワー４２８，４３０と、各ボットタワー上のＩ／Ｏインターフェース４
３２，４３４と、少なくとも１つのロボット車両４３６（又は、Ｔ‐Ｂｏｔ／トートボッ
ト）と、Ｉ／Ｏインターフェース４３２，４３４への有線接続部及びＴ‐Ｂｏｔへの無線
通信部を備えた制御装置４３８と、を備えている。Ｔ‐Ｂｏｔは、任意の保管レベルにア
クセスするための垂直タワーと、所定のレベル上の任意のトート位置にアクセスするため
の、通路内の水平ボット軌道と、を利用する。トート４４０は、入力／出力インターフェ
ースに用いられる、タワーの一方の側の３つの連続するトート位置を除いて、各ボットタ
ワーに隣接して保管することもでき、それらのトートは収容され、及び送出中に移動させ
られ、また、顧客は、トートに収容された自分の注文品を受け取る。ＯＶＭは、単一のＴ
‐Ｂｏｔのみと作動することができる。変形例として、１つ又は２つ以上を設けてもよく
、例えば、第２の（又はそれ以上の）ロボット車両が有効である可能性があり、例えば、
送出の処理中のスループットが増加し、それによって、トラック及びドライバーの両方の
滞在時間が最小限に抑えられ、また、顧客サービス水準は、注文‐取出しトランザクショ
ン×取出しの低減により、及び二人の顧客に同時にサービスする能力によって向上する。
同様に、ＯＶＭは、通路の一端において、単一のボットタワーとともに作動することがで
きるが、タワーが２つのＩ／Ｏインターフェースを備えている場合には、通路の各端でタ
ワーを構成することが有効である可能性があり、二人の顧客（又は、配送処理と同時に一
人の顧客）への同時サービスを可能にする。
【００７３】
　Ｉ／Ｏインターフェースは、単一のトートと、可動アクセスパネル４４４と、タッチス
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クリーンディスプレイ４４６などのヒューマン／マシンインターフェース（Human/Machin
e Interface:ＨＭＩ）と、を保持する棚４４２で構成されている。アクセスパネル及びＨ
ＭＩはともに、制御装置に接続され、及び制御装置によって制御される。アクセスパネル
は、すべてのアクセスを防ぐ閉位置と、２つ以上の開位置との間で選択的に移動可能であ
る。全開位置は、棚上のトートを全体的に移動できるようにし、又は、外部からのトート
を棚上に置くことができるようにし、すなわち、この位置は、配送トランザクション中に
用いられる。他の開位置は、トートが、典型的に多数の注文品を収容している場合に、顧
客が、顧客の個別の注文に対応するトートの中身にリーチインアクセスできるようにして
いる。図１７は、スライドシャッターを備えた出力ポートを示し、それに対して図１８は
、ヒンジ式カバー、例えば、（前方に図示する）閉固定するための１つ又は２つ以上のソ
レノイドを有するカバーを備えた代替的な出力ポートを示す。変形例として、カバーは、
買い物客が品物を検索しているときに、受動磁石によって開状態を保持しても良い。さら
に、カバーは、勢いよく閉まらないようにダンパーを有していても良い。一観点では、２
つのＩ／Ｏポートを異ならせて構成する際にも、それら２つのＩ／Ｏポートを有用にする
ことができるであろう。恐らく、左側は１／４に分けられ、また、右側はフルアクセスで
ある。これらは、トートにより、部分アクセス又はフルアクセスに移動させても良い。変
形例として、任意の適当な組合せを用いても良い。
【００７４】
　システムの動作は、一般的には、２種類のトランザクション、すなわち、トートの取出
し／挿入トランザクションと、注文品ピックアップトランザクションと、を伴う。取出し
／挿入トランザクションは、新たなトートがＯＶＭ内の保管場所に置かれている状態でオ
ペレータが到着したときに、送出の処理中に行われる。オペレータは、保管したトートを
Ｉ／Ｏインターフェースへ持って行き、ＨＭＩと情報をやり取りして、制御装置にアクセ
スパネルを開かせて全開位置にし、及びシステムのＴ‐Ｂｏｔによって取出し／挿入トラ
ンザクションを開始させる。各取出し／挿入トランザクション時に、Ｔ‐Ｂｏｔは、出庫
する（典型的には空の）トートを保管場所から取り出して、それをＩ／Ｏインターフェー
スまで運んでそれを棚に置き、すると、オペレータは、それを取り出す。次に、オペレー
タは、Ｔ‐Ｂｏｔが保管場所に運んだ、保管するトートを棚に置くことができる。取出し
／挿入トランザクションは、それぞれ取り出すべき又は挿入すべき、出庫又は保管するト
ートがなくなるまで続く。次いで、オペレータは、取り出した出庫するトートとともに去
り、それらのトートは履行センターへ戻されて、後に今後の注文品を収容するのに再利用
される。
【００７５】
　顧客がＯＶＭに着いて、注文品を受け取る場合、制御装置が、Ｔ‐Ｂｏｔによって実行
される１つ又は２つ以上の注文品ピックアップトランザクションを開始するとすぐに、顧
客は、Ｉ／ＯインターフェースにおいてＨＭＩと情報をやり取りして、自身の身元を確認
する。このような各トランザクションは、Ｔ‐Ｂｏｔが、その顧客が注文した物品を収容
しているトートを保管場所から取出し、トートをＩ／Ｏインターフェースへ運んで、それ
を棚に置くことによって始まる。注文品トートが棚に到着したとき、制御装置は、アクセ
スパネルを作動させて、顧客が注文した物品のすぐ上に開口を形成し、すると、顧客は、
物品をトートから取り出す。いったんすべての物品がこのように取り出されると、制御装
置は、アクセスパネルを閉じて、Ｔ‐Ｂｏｔにトートを保管場所に戻すように命令する。
【００７６】
　この説明は、ｅコマースの注文品の顧客への受渡しに重点を置いているが、一般的には
、今日、小さなコンビニエンスストアで見られるものに等しいＳＫＵの品揃えを有するこ
とができる、非常に大量の製品の自動販売機を実施するのに同じシステムを用いることが
できることは、容易に理解することができる。この用途において、トートは、注文品トー
トというよりも製品トートであり、また、ＨＭＩと情報をやり取りする顧客は、遠隔の履
行センターから配送された注文製品を受け取るというよりは、製品トートに収容されてい
る物品を注文することを必要とし、すなわち、顧客の注文は、ＯＶＭにおいて、その場で
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履行される。付け加えると、同じＯＶＭは、両機能を一度に実行することができる。
【００７７】
　ＯＶＭの売り場効率について説明すると、図示されている特定の実施形態は、幅が約２
メートル、長さ及び高さがともに６メートルとすることができ、そのため、ＯＶＭは、１
２平方メートルの接地面積を有している。ここで、実施形態は、トート３４０個という最
大保管容量を有していても良い。多数の注文品又はＳＫＵを、それぞれ、各注文品トート
又は製品トートに収容することができるため、及び効率的な稼働に必要な空のトート位置
も可能にするため、このＯＶＭは、５００～２，０００個の顧客の注文品及び／又はＳＫ
Ｕを保管することができる。
【００７８】
　次に、図１９を参照すると、制御システム４５０の概略図が示されている。制御システ
ム４５０は、倉庫管理システム４５２と、カスタマイズ可能なインターフェース層４５４
と、在庫データ及びパフォーマンスデータレポジトリ４５６と、ロボット／車両主制御装
置４５８と、ロボット車両搭載制御装置４６０と、ワークステーション制御装置４６２と
、を有することができる。追加的な装備、例えば、追加的な資材運搬モジュール、ロボテ
ィクス、安全性又はその他を制御するために、追加的なモジュールを設けても良い。制御
システム４５０はさらに、多少のモジュール又はサブモジュールとともに構成しても良い
。ロボット／車両主制御装置４５８は、スケジュールオプティマイザ、ディスパッチルー
ル、受注管理、補充マネージャ、ＵＩ、ボットマネージャ、トラフィックマネージャ、保
管マネージャ、安全システムマネージャ及びワークステーションマネージャなどのモジュ
ールを有していても良い。ワークステーション制御装置４６２は、トート又は注文品トー
トマネージャ、ＵＩ、安全システムマネージャ、ビジョンシステム及び照明制御装置など
のモジュールを有していても良い。代替的な態様においては、多少のモジュールを設けて
も良い。実施形態例は、例えば、作業を実行するために機械によって実行可能な命令のプ
ログラムを有形に具体化する機械可読の記憶装置４５６などの非一時的なプログラム記憶
装置を備えていてもよく、作業は、注文履行システムを少なくとも部分的に制御すること
を含む。
【００７９】
　記載されているような注文履行システムは、任意の適当なコンビネーション又はサブコ
ンビネーション単独で、又は、他の構成要素及びサブシステムとともに構成することがで
きる共通の構成要素及びサブシステムを少なくとも一部共用する。注文履行システムは、
通路によって分けられた保管場所に製品を収容し、それによって、ロボットが製品保管場
所にアクセスするモジュールを棚に載せるために、床から天井までの利用可能なすべての
立体空間を利用することによって、空間利用性を最大化するように全般的に構成され、及
びそれぞれが複数の保管レベルから成る複数の「段」に水平方向に細分化された、在庫品
（又は「ピッキング在庫品」）の保管のためのマルチレベルラック構造を含んでも良い。
注文履行システムはさらに、移動ロボット（mobile robot：Ｂｏｔ（ボット））と、自由
に移動する、すなわち、システムのすべての部分へ完全にアクセスでき、及び実施形態に
より、さまざまな移送及び運搬機能を、例えば、ラック構造内の保管場所とワークステー
ションとの間での製品の容器の動作を実行する自動又は半自動車両を含んでいても良い。
ボットは、例示の実施形態において、ボットが、制御コマンドを受け付けることができ、
及びそれらのボットは、コマンドを格納し、その後、いくつかのプロセスを自律的に実行
してコマンドを実行するための十分なコンピュータハードウェアを有しているという点で
、自律的又は半自律的と見なすことができる（この場合、コマンドは、例えば、各Ｘを取
り出して、それを宛先Ｙへ送ることができ、その場合、そのことは、コマンドを実行する
のに必要な工程を自律的に判断するボットを要するであろう）。本願明細書に記載されて
いるように、注文履行システムは、ボットを同様に制御する中央制御システムを含む。し
たがって、移動ロボットは、ロボットがする必要のないこと、及びロボットが、どの程度
、それをする必要があるかを識別する際に、完全に自律的である必要はない。中央制御シ
ステムによって、ボットに関するある程度の管理が実行される。特定の管理タスクが、ボ
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ットによって実行されるか、又は、中央制御システムによって実行されるかは、当業者に
は正しく認識されるように、注文履行システムの具体的な実施態様によって変わることに
なる。注文履行システムはさらに、ボット‐トランシット構造体を含んでもよく、それに
より、ボットは、３つの寸法方向又は三次元に、すなわち、所定の段上で、ラック構造と
、ワークステーションと、Ｉ／Ｏインターフェースと、を相互接続する平坦なトランシッ
トデッキ上を水平方向に移動し、及びマルチレベルトート保管構造によって備えられた垂
直リフト又は垂直コンベヤという必須条件を要することなく、段（アイルランプ（Aisle 
Ramp））又は段（Transit-Ramp）のいずれかの中の保管レベルを相互接続する垂直部又は
斜め方向のランプを垂直方向に移動する。注文履行システムはさらに、そこで人又はロボ
ットが、取り出したイーチ又はケースを注文品コンテナ内に直接移送するか、又は、実施
形態により、その後、注文品コンテナまで移動する中間ロボットへ移動させるワークステ
ーションを含んでも良い。注文履行システムはさらに、入出力インターフェースを含んで
もよく、それにより、ピッキング在庫品を補充するために（入力）、製品がシステム内に
誘導され、また、取り出された注文品は、最終的に顧客へ引き渡されるようにシステムか
ら放出される（出力）。注文履行システムはさらに、システム全体の動作を管理する、コ
ンピュータ、ソフトウェア及び通信コンポーネントを備える集中管理システムを含んでい
ても良い。したがって、全体的又は部分的なすべての適当な組合せを提供することができ
る。
【００８０】
　次に、例示的な注文履行システム及びそれらの好適なサブコンポーネント及びシステム
という観点から、さまざまな操作シナリオ及びサブシステムについて詳細に説明する。
【００８１】
　記載されている注文履行システムは、個々の物品単位に対する注文（「イーチ（eaches
）」）、例えば、在庫品（例えば、薬、便利品及びその他）を補充する小さなセルフサー
ビス店によって出された注文、又は、エンドユーザによって出された注文（直販）を遂行
する小売サプライチェーンにおいて主に利用することができる。変形例として、又は組合
せて、記載されている注文履行方法は、ケースピッキングに適用してもよく、例えば、在
庫品を補充するために、セルフサービス小売店舗によって出された製品のケースに対する
注文の履行は、グッズ‐トゥ‐パレタイザプロセス（goods-to-palletizer process）を
用いる。
【００８２】
　これらの注文は、閉じた、構造化された三次元環境内で作動する、自由に移動する移動
ロボットを用いて、１）入ってくる製品コンテナを受け取って、ピッキング在庫品を補充
するために、ラック構造内に保管することと、注文を履行するのに必要な場合に、前記コ
ンテナを保管場所から取り出すことと、そこで人又はロボットピッカーがイーチを移動さ
せるピッキングのワークステーションへそれらのコンテナを運ぶことと、その後、それら
のコンテナを保管場所まで戻すことと、最後に、別の利用サイクルのために補充するため
に、システムから空のコンテナを放出すること、及び２）入って来る空の注文品コンテナ
を受け取ることと、未履行の顧客引き渡しが保持されるように、注文されたイーチを受け
取るために、それらのコンテナを定位置に置くことと、必要に応じて、詰め込まれた注文
品コンテナを保管場所に置くことと、顧客への引き渡しのために、前記詰め込まれた注文
品コンテナをシステムから放出することを含む、製品のコンテナのすべての動作を実行す
るグッズ‐トゥ‐ピッカープロセス（goods-to-picker process）で履行することができ
る。移動ロボットは、その環境内の全三次元で、すなわち、２つの水平次元及び垂直次元
で移動する自己完結した能力を有することにより、すべての保管場所、すべてのワークス
テーション、及びすべての受け取り及び積み込み場所を含む、システムの作動環境内のす
べての場所に直接、十分に任意かつ自律的にアクセスすることができる。２つの変形例が
開示され、それらの違いは、イーチを製品コンテナから注文品コンテナへ移送する際に用
いられるプロセスに関連し、すなわち、１）ダイレクト‐プット（Direct-Put）実施形態
では、取り出されたイーチが、製品コンテナから注文品コンテナへ直接移送され、それは
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、当該分野において一般的に実施されているプロセスモデルであり、また、２）インダイ
レクト実施形態では、取り出されたイーチは、製品コンテナへ直接移送されず、後にそれ
らのコンテナを、割り当てられた注文品コンテナまで運び、及びそれらを割り当てられた
注文品コンテナ内へ移送する中間ロボット内に移送される。
【００８３】
　ダイレクト‐プットシステム
　ダイレクト‐プットシステムにおいて、イーチは、製品トートから直接、注文品トート
へ移送される。このプロセスは、各移送の数を最小限にすることができるため、所定の用
途に必要な設備投資を最小限にすることができる。以下で説明するインダイレクト‐プッ
ト実施形態と比較すると、プロセスには、いくつかの違いがある。第１の違いは、ワーク
ステーションの特異性であり、すなわち、いったん所定の顧客注文からのオーダーライン
を受け取るように指定された注文品トートが所定のワークステーションに割り当てられる
と、それらのオーダーラインを遂行するためのイーチの取出しは、その特定のワークステ
ーションでのみ実行することができ、そのことは、それらの割り当てられた宛先に到達し
ようとしている間に互いに干渉するロボットによる遅延につながる可能性がある。第２の
違いは、第１のこと及び多数の注文品トートが同時に処理されるマルチオーダーワークス
テーションの利用に関連し、そのことは、ピッキングワークステーションが、他のすべて
の同時に実行可能な注文品トートと各ピッキングリソースを共用しているため、所定の注
文品トートの場合の注文完了待ち時間、すなわち、トートがピッキングワークステーショ
ンで費やす時間を延ばす。
【００８４】
　ダイレクト‐プットシステムは、８つの要素又はサブシステムを有することができる。
製品トート（Product Tote: Ｐ‐Ｔｏｔｅ）は、注文を履行するのに用いられるイーチの
ピッキング在庫品のコンテナである。注文品トート（Ｏ‐Ｔｏｔｅ）は、特定の注文を履
行するためにすでに取り出されているイーチのコンテナである。移動ロボットは、トート
（Ｔ‐Ｂｏｔ）を移送し及び運ぶロボットである。ボットタスクは、典型的には、２つの
セグメントから成る往復トランザクションであり、第１のセグメントは、トート保管構造
（Tote-Storage Structure：ＴＳＳ）内の保管場所からのトートの取出し及び宛先への運
搬であり、第２のセグメントは、その同じ宛先からＴＳＳ内の保管場所へのトートの返却
であり、そのため、ボットはほぼ常時、トートがペイロードを搭載した状態で移動してい
る。製品トートを取り扱うＴ‐ＢｏｔはＰ‐Ｂｏｔと称し、一方、注文品トートを取り扱
うＴ‐Ｂｏｔは、Ｏ‐Ｂｏｔと称し、所定のＴ‐Ｂｏｔは、トランザクションごとに役割
を切り替えることができ、例えば、一つのトランザクションではＰ‐Ｂｏｔとして実行す
ることができ、その後すぐに、ちょうど次のトランザクションではＯ‐Ｂｏｔとして実行
することができる。トート保管構造（ＴＳＳ）は、ロボットがトート保管場所にアクセス
できるようにする通路によって分けられた保管場所にトートを収容するモジュールを棚に
載せるために、床から天井までの利用可能なすべての立体空間を利用することによって、
空間利用性を最大化するように全般的に構成された、保管したトート（製品トート及び注
文品トートの両方）及びその中で作動するボットのための構造的支持を与えている。ボッ
ト‐トランシット構造体（Bot-Transit Structure：ＢＴＳ）は、ボットが三次元で、す
なわち、ラック構造とワークステーションを相互接続する平坦なトランシットデッキ上で
は水平方向に、また、複数の高度において、保管レーンとワークステーションを相互接続
する垂直トラックでは垂直方向に移動することを可能にしている。変形例として、ボット
‐トランシット構造体（ＢＴＳ）は、通路ランプモジュールと、トランシットランプと、
トランシットデッキと、を備えていても良い。ピッキングワークステーションは、複数の
高度において配列され、そこで人又はロボットピッカーが、製品トートからイーチを取り
出して、それらを実施形態により、注文品トート又はロボットに置く。中央制御システム
（Central Control System：ＣＣＳ）は、ソフトウェアと、コンピュータと、ネットワー
ク機器とから成り、システムは、（さまざまなロボットをすべて含む）システムリソース
を管理し、注文履行プロセスの全体及び関連するすべてのプロセスを統合し、システムの
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人のオペレータ及び外部システムに対するステータス及び制御インターフェースを形成し
ている。１つ又は２つ以上の入力／出力（Input/Output：Ｉ／Ｏ）インターフェースにお
いて、Ｔ‐Ｂｏｔは、システムに入るトート（詰め込まれた製品トート及び空の注文品ト
ート）を受け取り、また、システムから出て行くトート（空の製品トート及び詰め込まれ
た注文品トート）を放出する。
【００８５】
　ＣＣＳによって直接又は間接的に制御される操作プロセス
　製品トートは、ピッキングワークステーションへ流れ、それにより、Ｔ‐Ｂｏｔは、注
文済み製品を収容している製品トートを、ＴＳＳ内の保管場所から取出し、特定のターゲ
ットの注文品トートの保管場所に基づいて、製品トートを指定されたピッキングワークス
テーションへ運び、その後、製品トートをＴＳＳ内の保管場所へ戻す。典型的には、製品
トートは、最後に残っているイーチが取り出されて、そのトートが空である場合でも、Ｔ
ＳＳ内の保管場所へ戻される。
【００８６】
　注文品トートは、ピッキングワークステーションへ流れ、及びワークステーションから
流れ、それにより、Ｏ‐Ｂｏｔは、顧客によって注文されたイーチを詰め込むように、空
のＯ‐Ｂｏｔをワークステーションへ送り、また、詰め込まれた注文品トートをワークス
テーションから取出し、詰め込まれた注文品トートの取出し、及び空の注文品トートの送
出は、典型的には、同じ往復トランザクションで行われる。典型的には、Ｏ‐Ｂｏｔは、
まず、空の注文品トートをＴＳＳ内の保管場所から取り出し、そのトートを、放出のため
にＩ／Ｏインターフェースへ運び、直ちに詰め込まれた注文品トートを取り出して、その
ワークステーションから去る。そして、詰め込まれた注文品トートは、典型的には、顧客
への引き渡しが未履行であるＴＳＳ内の保管場所に運ばれるが、それらのトートは、変形
例として、即時の引き渡しのために、直接Ｉ／Ｏインターフェースまで搬送することもで
きる。
【００８７】
　ワークステーションにおけるピック及びプットは、Ｐ‐Ｂｏｔが、１つ又は２つ以上の
イーチを各製品トートから取り出して、指定された注文品トート内に入れる人又はロボッ
トピッカーに製品トートを差し出す（以下で、より詳細に説明する）場合に行われる。
【００８８】
　注文品の出荷及び注文品トートの誘導が行われ、それにより、Ｔ‐Ｂｏｔは、ＴＳＳ内
の保管場所から（又は変形例として、ピッキングワークステーションから直接）、顧客へ
納品するためのシステムから放出すべき詰め込まれた注文品トートを取り出して、それら
をＩ／Ｏインターフェースへ運ぶ。ここで、空の注文品トートは、Ｉ／Ｏインターフェー
スを介してシステム内に誘導され、典型的には、Ｔ‐ＢｏｔによってＴＳＳ内の保管場所
まで運ばれて、そこで、ピッキングワークステーションへの運搬が未履行の状態になるが
、それらのトートは、必要に応じて直ちにワークステーションへ直接、状況に応じて（及
びより効率的に）運ぶことができる。
【００８９】
　ピッキング在庫品の補充及び製品トートの再利用が行われ、それにより、Ｔ‐Ｂｏｔは
、Ｉ／Ｏインターフェースにおいて、入って来る詰め込まれた製品トートを受け取り、そ
れらをＴＳＳ内の保管場所（又は、場合により直接、ピッキングワークステーション）へ
運ぶ。また、Ｔ‐Ｂｏｔは、空の製品トートをＴＳＳ内の保管場所から取り出して、補充
するためにシステムから放出されるように、それらをＩ／Ｏインターフェースへ送る。
【００９０】
　ダイレクト‐プットシステム構成要素
　製品トート及び注文品トート
　製品トートと注文品トートは、どのＴ‐Ｂｏｔも、いずれかの一定幅のトート移送機構
によって取り扱うことができ、そのため、Ｐ‐Ｂｏｔ及びＯ‐Ｂｏｔの両方の役割を実行
することができるように、寸法が同一になっているのが好ましい。例えば、どちらのトー
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トも、６００ｍｍの長さと、４００ｍｍの幅と、３００ｍｍの高さの、幅広く使用されて
いる標準サイズを有することができ、高さは、特定の製品の品揃え及び典型的な注文サイ
ズのための最も有効な容積に基づく用途依存である。製品トートは、それぞれが異なるＳ
ＫＵを収容することができる複数の区画に細分化することができ、この場合、そのトート
は、「マルチＳＫＵ」製品トートと呼ばれる（「ＳＫＵ」は、最小在庫管理単位（stock-
keeping unit）の頭字語であり、独自の製品を意味する）。同様に、注文品トートは、複
数の区画に細分化することができ、又は、複数の独立した輸送用コンテナを収容すること
ができ、この場合、そのトートは、「マルチオーダー」注文品トートと呼ばれる。
【００９１】
　トート保管構造（ＴＳＳ）
　トート保管構造は、トートを保持する保管システムであり、通路で隔てられた複数のス
チールラックモジュールを備えている。ラックモジュールは、フレームアセンブリを、ト
ートを保管場所に保持する水平ビームをそれに取り付ける垂直柱として用いる。通路に面
するビームの形状は、「ボットビーム」と呼ばれる、ボットの車輪のための走行面を形成
するビームの底面からの水平方向延長部を含む。棚のデザインは、ボットがトートを移送
するのに用いる方法に依存し、ｉ）ボットがトートを持ち上げる場合、２つのビームは、
必要な支持体にすぎず、また、トートは、縦一列だけ保管され（隣接する通路間に２つの
トート）、ｉｉ）ボットが棚を横切ってトートをスライドさせる場合は、ビーム間のトー
ト支持、例えば、金網が必要であり、ボットは、昇降移送と比較してコストがそれほどか
からないが、保管ラックは、より多くのコストがかかる。しかし、スライド移送は、縦二
列（又は、それ以上）のトート保管を可能にし（隣接する通路間に４つ以上のトート）、
そのことは、保管密度を向上させ、及び単列保管と比較して建築費が低下する。
【００９２】
　トート保管構造は、「段」、すなわち、相互接続された保管レベルの群を形成するよう
に、水平方向に細分化することができる。段数が多ければ多いほど、より多くのボットが
、過度に混雑することなく、システム内で作動することができるため、段の数はスループ
ット因数である。通路内での各段の細分化は、単一の「保管ゾーン」を作り出し、床が設
けられて、それにより、メンテナンス技術者は、そのゾーンに入って、何らかの問題を解
決することができ、単一のゾーンは、そのようなメンテナンスのための訪問中には、すべ
てのボットの活動を停止させなければならないが、システムの残りの部分は稼働し続ける
ことができる。
【００９３】
　ボット‐トランシット構造体（ＢＴＳ）
　ボット‐トランシット構造体は、車道として機能する平坦な構造であるトランシットデ
ッキを有してもよく、それにより、ボットは、ＴＳＳ通路と、ピッキングワークステーシ
ョンとの間の水平方向の二次元で移動することができる。デッキは、典型的には、スチー
ル支持フレーム上の合板パネルで構成することができる。トランシットデッキは、複数の
高度で垂直方向に、具体的には、作業レベルごとに設けられている。
【００９４】
　ＢＴＳ‐垂直方向の変形例
　垂直方向トラック（又は、単に「垂直部」）は、それによって、ボットが、上下の垂直
方向に移動して、通路内のどの保管レベルにも、又は、どの作業レベルにも移動すること
ができる構造的サブアセンブリである。有利には、通路の一端又は両端にトランシットデ
ッキがあるか否かにより、各通路の一端又は両端に２つの垂直部がある。一方の垂直部は
、上がる移動のためのものであり、他方は、下がる移動のためのものである。通路の一端
又は両端の垂直部は、通路とトランシットデッキとの間に配置され、上方垂直部はトラン
シットデッキに取り付けられ、下方垂直部は、通路に取り付けられている。図４３Ａ及び
図４３Ｂは、車両の等角図を垂直ランプ１１７０とともに示す。ここで、ロボット１１７
２は、垂直部１１７４を昇ることができる。ここで、カウンターベアリングレールは、カ
ウンターベアリングが入ることのできる垂直方向の切れ目を有している。ここでは、ロボ
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ット１１７２が、左側から水平方向に入っている上ランプ用の受動スイッチ１１７６が図
示されている。図４３Ｂでは、ロボット１１７２は、垂直部１１７４を昇っており、スイ
ッチ１１７６は、昇るボットのための方向から押し出されている。下方ランプの場合、ス
イッチは、通常、開いており、ボットが外側の水平方向ラックに出られるように、押して
閉じることができる。各垂直部は、Ｕ字状溝に溶接された標準的なローラチェーンで構成
されている４つの垂直方向チェーン軌道を含み、すなわち、ロボットの４つのスプロケッ
ト歯車１１７８が、それらのチェーン軌道に係合している。歯車軸の端部においてベアリ
ング１１８２に係合して、ボットのスプロケットがチェーン軌道に適切に係合したままで
いることを確実にするカウンターベアリングレール１１８０が、各チェーン軌道に結合さ
れている。ボットが垂直部に入っていたり、又は垂直部から出ている場合に、ベアリング
がカウンターレール溝に出入りすることを可能にするが、ボットが出ることなく、当該レ
ベルを通る場合には、ベアリングが溝から離れるのを防ぐヒンジ式ゲートスイッチ１１７
６が、各入口／出口レベルにある。また、各垂直部は、ボットがランプに入るか、又は、
ランプから出ることのできる各高度における、対向するチェーン軌道間に配置された一組
の水平ボット軌道１１８４も含み、前記トラックは、各保管レベルのボットビーム及び各
トランシットデッキに接続している。トラックピッチ（トラック間の距離）は、通路のボ
ットビームへの接続の箇所においては、通路の幅と同じであるが、チェーン軌道の近傍に
おいては、上昇又は下降するボットが、チェーン軌道間を通過することを可能にするため
に、ボットの幅よりもわずかに大きく広がっている。４つのチェーン軌道のそれぞれの間
近に隣接するボット軌道にはギャップが存在し、それにより、垂直部を上昇又は下降する
ボットのスプロケット車軸が、トラックを通過することを可能にする。上方垂直部には、
上昇中に、ボットが、そのスーパーキャパシタを再充電できるように、充電レールを備え
ても良い。図４１Ａ及び図４１Ｂも参照すると、それぞれ、垂直ランプ１１１０を有する
車両の側面図及び等角図が図示されている。ここで、車両１１４０は、ロボットの垂直上
昇構成で垂直部１１１４を昇る。この実施形態における違いは、ギヤ１１４２が、移動方
向に対して直角であることである。ここで、ギヤ１１４２は、「外側水平方向トラック」
内のギャップから延出して昇る。ロボット車両には、サーボモータが、ロボット車両のレ
ベル変動を維持し、及びラッキング（racking ）をなくすように調節できるように、ピッ
チ及び回転変動を検出するための電子レベルを設けても良い。図４２Ａ及び図４２Ｂも参
照すると、図４２Ａでは延出し、及び図４２Ｂでは引っ込んでいるギヤ１１４２を示す、
車両１１４０の等角図が図示されている。当業者は、この実施形態に記載されているチェ
ーンを備えたスプロケットギヤを正しく認識するであろうし、また、他の実施形態は、本
発明を限定するものではなく、及びラックアンドピニオンなどの他の等価構造体を利用し
ても良い。
【００９５】
　次に、図４７Ａ及び図４７Ｂを参照すると、垂直部１２６２に係合しているロボット車
両１２６０の等角図が図示されている。図４７Ａは、「ユニシャフト（Unisjaft）」ボッ
ト前部を示し、一方、図４７Ｂは、「ユニシャフト」ボット後部を示す。また、図４８Ａ
～図４８Ｅを参照すると、直交駆動ユニットのリンク機構１２９０の端面図が図示されて
いる。また、図４９Ａ～図４９Ｅを参照すると、直交駆動ユニットのリンク機構１３２０
の背面図が図示されている。また、図５０Ａ～図５０Ｅを参照すると、直交駆動ユニット
のリンク機構１３２０の等角図が図示されている。図５０Ａは、ホイールイン、スプロケ
ットイン、すなわち、ラックシステムを介して駆動するときの位置を示す。図５０Ｂは、
ホイールアウト、スプロケットイン、すなわち、垂直ゾーンを介して水平に駆動している
ときの位置を示す。図５０Ｃは、ホイールアウト、スプロケットアウト、完全に延出して
いないカウンターベアリング、すなわち、ボットが垂直部チェーンまで上昇駆動するとき
の位置を示す。図５０Ｄは、ホイールアウト、スプロケットアウト、ロボット車両が下が
るか、又は、水平レール上に着地する準備ができている状態でのカウンターベアリングア
ウトを示す。図５０Ｅは、ホイールイン、スプロケットアウト、カウンターベアリングア
ウト、すなわち、ボットが水平方向のレールを介して昇っているときの位置を示す。
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【００９６】
　次に、図４４Ａ及び図４４Ｂを参照すると、代替的な実施形態の垂直上昇車両の等角正
面図が垂直ランプ１２００とともに図示されている。また、図４５Ａ～図４５Ｄを参照す
ると、それぞれ、直交駆動ユニット１２３０の端面図、側面図、平面図及び等角図が図示
されている。また、図４６Ａ～図４６Ｄを参照すると、直交駆動ユニット１２３０の端面
図が図示されている。直交駆動ユニットのリンク機構駆動部は、中央リンクが垂直方向に
作動している状態で図示されている。図４６Ａは、ホイールイン、スプロケットインを示
す。図４６Ｂは、ホイールアウト、スプロケットインを示す。ここで、中央リンクの端部
は同じ位置にあり、また、リンク機構は、車輪が、ばねによって受動型に乗り越え駆動す
ることを可能にする。図４６Ｃは、ホイールアウト、スプロケットアウトを示す。図４６
Ｄは、ホイールイン、スプロケットインを示す。ここで、駆動車輪は、ボットの車輪から
離脱され、モータの中心から駆動されるスプロケットの中心までの距離は１３ｍｍほどで
あり、そのベルトを係合させて同時にスプロケットを駆動させる。ここで、リンク機構は
、オーバーセンターラッチのような、垂直チェーン内のスプロケットの堅固な係合を水平
方向に生じさせている。この実施形態では、上部スプロケットは受動型であり、及びロー
ル軸におけるボットの安定性のために用いることができる。
【００９７】
　ＢＴＳ‐受動型ランプ変形例
　アイルランプ（受動型トラックの実施形態）は、所定の保管ゾーン（一つの通路の一つ
の段区間）内の保管レベルと、その段のトランシットデッキとを相互接続する構造的サブ
アセンブリ（モジュール）である。図３７Ａ～図３７Ｃは、実施例の車両及びランプ９９
０の側面図及び平面図を示し、図３７Ｄは、実施例の車両及びランプモジュール９９０′
の側面図を示す。各アイルランプモジュールは、トランシットデッキと、相互接続された
保管レベルのいずれかとの間をボットが移動するための経路を形成している。移動は、シ
ステムトポロジーにより、双方向又は一方向のいずれか、すなわち、それぞれ、シングル
エンド形又はダブルエンド形にすることができる。各ランプモジュールは、一つ一つが、
各ボット９９４の４つの車輪のそれぞれのためのものである４つの直交ランプトラック９
９２を含み、それらの直交ランプトラックは、Ｕ字状の溝に溶接された受動型ローラチェ
ーンで構成されている。各トラック上のローラチェーンは、ロボットの４つのスプロケッ
トホイールのうちの一つによって係合されている。４つのトラックは、ロボットが、直交
ランプを上昇又は降下していくときに、水平状態を維持することを可能にする。また、各
ランプモジュールは、ボットがランプに入ることができ、又は、ランプから出ることがで
きる各高度におけるランプトラック間に配置された一組の水平方向ボット軌道９９６も含
む。ボット軌道は、一方の側において、ランプの上部でトランシットデッキに、及び他方
の側においては、この保管ゾーン内の各保管レベルに接続している。ランプを降下するボ
ットは、ランプの上部においてのみ、トランシットデッキからランプに入ることができ、
及び図３７Ｄを見て分かるように、ゾーン内のどの保管レベルでもランプから出ることが
できる（どちらの方向においても、逆の操作は必要ない）。ランプを上昇するボットは、
保管レベルのうちの一つだけからランプに入ることができ、及びトランシットデッキへの
ランプの上部でのみランプから出ることができる（どちらの方向においても、逆の操作は
必要ない）。トラックピッチ（トラック間の距離）は、ピッチが増加する、ランプトラッ
ク近傍の「ランプゾーン」を除いて、通路幅と同じである。４つのランプトラックのそれ
ぞれの間近に隣接するボット軌道内にはギャップが存在し、それにより、ランプを上昇又
は下降するボットのスプロケットホイール軸がトラックを通過することが可能になる。
【００９８】
　トランシットランプは、システム内の複数の段を相互接続する構造的サブアセンブリで
ある。各トランシットランプは、相互接続されたトランシットデッキ間、すなわち、段間
をロボットが移動するための経路を形成している。トランシットランプ上の移動は、スル
ープットを最大限にするために、初期設定で一方向になっているが、１つ又は２つ以上の
トランシットランプ上での移動を妨げる動作上の問題の結果として必要な場合には、（よ



(39) JP 2018-517646 A 2018.7.5

10

20

30

40

50

り低いスループットでの）双方向にすることができる。基本的構造は、アイルランプの構
造と同じであり、例えば、各入／出高度にボット軌道を備えた４つのローラチェーンラン
プトラックである。構成は、両端において、すべてのボット軌道が、各段のトランシット
デッキに接続している点が異なっている。ランプを上昇又は下降するボットは、どの段か
らもランプに入ることができ、及び他のどの段でも出ることができ、（最上段からを除い
て）降下する場合の進入時、及び（最下段にを除いて）上昇する場合の退去時に、逆の操
作が必要となる。上昇移動を伴うトランシットランプには、ボットが、上昇中に、そのス
ーパーキャパシタを再充電できるように、充電レールが備えられている。
【００９９】
　次に、図３９Ａを参照すると、車両の側面図がランプ１０５０とともに図示されている
。また、図３９Ｂ～図３９Ｅを参照すると、車両の等角図がランプ１０５０とともに図示
されている。図３９Ａは、ランプ１０５２及びトラック１０５４の側面図を示す。ロボッ
ト車両１０５６は、どのレベルでもランプ１０５２に入ることができ、また、どのレベル
でもランプ１０５２から出ることができる。図３９Ａは、最下レベルで入ること及び最上
レベルで出ることのみを示している。図３９Ｂは、「ランプ」１０５２を昇っているロボ
ット車両１０５６を示している。上昇モードでは、それらの車輪は、それらが「外側水平
トラック」間を上昇することを可能にするために、「中に」引っ込められている。それら
のホイールスプロケットは、「ランプ」内に直線状に取り付けられた「受動型ローラチェ
ーン」に係合するように延「出」されている。図３９Ｃは、ランプ１０５２を昇っている
ロボット車両１０５６の拡大図を示す。「外側水平トラック」１０５４内の「切れ目」１
０５８は、「スプロケット軸」１０６０が通過することを可能にしている。ここで、完全
に受動型なトラック及びランプシステムは、その構造内にスイッチ又は可動部材がない状
態で実現されている。図３９Ｄは、「非ランプゾーン」内のロボット車両１０５６を示す
。「非ランプゾーン」では、ロボット車両１０５６は、保管面積を減らすために、ロボッ
ト車両１０５６を可能な限り細長くするために、「内側水平トラック」上で車輪及びスプ
ロケットを「イン（ｉｎ）」にした状態で駆動する。ロボット車両１０５６が、上昇する
ことなく「ランプゾーン」を通過する場合、車両は、車輪が「イン」の状態で、ロボット
車両１０５６の幅を跨ぐ「外側水平トラック」に乗る、その車輪を「外に（ｏｕｔ）」延
ばす。図３９Ｅは、ロボット車両１０５６が、ちょうど最上レベルのランプを出たことを
示している。ロボット車両１０６０は、「内側水平トラック」に隣接する受動保管場所に
トートを配送している。また、図４０Ａ～図４０Ｄを参照すると、スプロケット１０８０
がランプに係合している状態の車輪の概略側面図を示す。ここで、カウンターベアリング
１０８２はカウンターベアリングレール１０８４に係合し、一方、チェーン１０８６は、
スプロケット１０８８によって係合されている。図４０Ａ及び図４０Ｂは、初期係合を示
し、この場合、チェーンの噛み合いを可能にし、及び係合摩耗を制限するために、ラバー
バッキングを設けても良い。図４０Ｃ及び図４０Ｄは、ランプをさらに昇っていく状態を
示している。
【０１００】
　ＢＴＳ‐能動型ランプ変形例
　能動型ランプは、ボットのスプロケットホイールによって係合される４つのローラチェ
ーンランプトラックも利用する。図３８Ａ～図３８Ｄは、車両の側面図、端面図及び平面
図をランプ１０２０とともに示す。ここで、車両１０２２は、ランプ１０２４を昇るか、
又は下りている。図は、受動型ランプ構成に関する変形例を示している。この場合、ラン
プは、ロボットによって作動させることができる、又は、ランプ上に配置されたモータで
作動することができるスイッチ１０２６を含む。モータは、ロボットによって局所的に、
又は、中央資材管理システム（Material Control System：ＭＣＳ）によって命令される
。ここで、ランプトラックは、受動型ではなく能動型であり、すなわち、各ランプ進入及
び退出箇所には、スプロケットホイールがそれらのセグメントに係合したときに車両がと
る経路を制御するために、多数のセグメントのうちのいずれかを適所に切り換えることが
できる機構がある。このランプ構造は、受動型トラック構造と比較して単純化されて、ロ
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ボットのコストを低減するが、複雑性及びランプに関するコストが増大し、典型的な適用
は、受動型トラックの実施形態を好むであろうが、保管場所をあまり必要としないが、高
スループットを必要とする適用は、能動型トラックの方を好む可能性がある。
【０１０１】
　Ｔ‐Ｂｏｔ
　Ｔ‐Ｂｏｔは、ほぼ長方形のシャーシ及びボディパネルを有する車両ロボットである。
例として、図２５Ａ、図２５Ｂ及び図２５Ｃは、それぞれ、実施例の車両又はトートボッ
ト「Ｔ‐Ｂｏｔ」６６０の側面図、平面図及び端面図を示す。Ｔ‐Ｂｏｔは、ＣＣＳとの
通信用の無線ＬＡＮ（８０２．１１ｘ）インターフェースを含む、オンボード制御のコン
ピュータシステムを有していても良い。Ｔ‐Ｂｏｔは、配置、ナビゲーション、ペイロー
ド移動などに必要なセンサを有していても良い。図３３は、車両駆動部又はトート移動機
構９００の部分側面図を示す。Ｔ‐Ｂｏｔは、ボットが製品トート又は注文品トートを、
そのペイロードベイと、ＴＳＳ、ワークステーション、Ｉ／Ｏインターフェースにおける
トート配置位置との間で移動させる、トート移動機構９００を有していても良い。トート
の滑動に関する変形例として、ロボット車両には、トートを持ち上げることができるよう
にするアセンブリを備えていても良い。ここで、図３３は、一つの駆動モータを用いる、
伸縮式のトート伸長及びリフト／ローワーの側面図を示す。スライドステージは、前に出
ているステージに固定されたループベルト又はケーブルを用いて伸長される。第１の可動
ステージは、ステージが、左又は右に十分に伸びた状態での持ち上げ及び下ろしを実行で
きるように、側面が楕円形の平行ベアリングを備えたチェーンドライブに追従する。また
、図３４Ａ及び３４Ｂを参照すると、トート移動機構９００が伸長された状態での実施例
の車両９３０等角図が図示されている。図３４Ａは、持ち上げていてもよく、又は、持ち
上げていなくても良い、直線スライド伸長レールを備えたＰ‐Ｂｏｔ又はＯ‐Ｂｏｔとし
て機能するロボット車両を示す。同様に、図３４Ｂは、Ｐ‐Ｂｏｔ又はＯ‐Ｂｏｔとして
作動するロボット車両の底面図を示す。ロボット車両の底部の後部にあるキャスターホイ
ールは、例えば、ラックシステム内又はランプ上にないときの床上での操縦を可能にする
。ここで、ロボットは、移動機構をロボットのいずれかの側（両利き）まで伸ばすことに
よってトートを車上に積載し、目的のトートを係合し、その後、引っ込めることによって
、車上のトートを引き寄せる。さらに、ボットは、（すでにトートと係合されている）機
構をいずれかの側まで伸ばして、トートを目的の位置に配置し、トートを解放することに
よってトートを降ろし、その後、機構を引っ込める。ボットは、支持面の全域でトートを
スライドさせることができ、又は、引っ込め／伸長の前にトートを持ち上げることができ
、そのことは、トートの下の面を支持する必要性をなくすであろう。また、図３１Ａ及び
図３１Ｂを参照すると、それぞれ、車両８４０の側面図及び端面図が図示されている。ま
た、図３１Ｃ及び図３１Ｄを参照すると、車両８４０の等角図が図示されている。図３１
Ａは、車輪８４２、スプロケット８４４及びトート８４６を示すロボット車両８４０の側
面図を示す。上部左には、電子機器及びエネルギー蓄積用のウルトラキャパシタ８４８が
見える。トート８４６は、図示されているフラップ８５０とともに駆動ベルト８４８を用
いて、保管場所に押し込まれ／引き寄せされる。
【０１０２】
　次に、図３２を参照すると、車両駆動部８７０のホイール／スプロケットアセンブリの
部分等角図が図示されている。ここで、ソリッドスプロケットシャフト８７２は、中空ド
ライブシャフト８７６内に収容されている中空ホイールシャフト８７４内に収容されてい
る。これらのシャフトは、軸運動を可能にするために、ＩＧＵＳポリマーブッシングによ
って連動され、及び分離されている。ドライブシャフト８７６は、フランジベアリング８
７８によって支持され、及び図示されている歯付きプーリー８８０によって駆動される。
スプロケットの端部及びホイールシャフトは、独立して伸長され、又は引っ込められるス
ラストベアリングによって支持されている。伸長及び引っ込めは、リンク機構、伸縮ばね
を備えたケーブル、又は、空気圧式アクチュエータによって駆動することができる。各ロ
ボット車両は、４つの作動ホイールアセンブリを有し、各アセンブリは、アクチュエータ
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に滑動可能に取り付けられている中空ドライブシャフトに取り付けられた外側円筒形走行
車輪を有している。軸及び車輪は、作動時に、２つの車輪位置（引っ込め位置及び伸長位
置）の間で伸長可能であり、かつ引っ込め可能である。次に、図３０Ａ～図３０Ｄを参照
すると、実施例の車両８１０の等角図が図示されている。これらの図は、ロボット車両の
ホイール及びスプロケットの４つの状態を示し、すなわち、図３４Ａは、ホイールイン、
スプロケットインを示し、図３４Ｂは、ホイールアウト、スプロケットインを示し、図３
４Ｃは、ホイールイン、スプロケットアウトを示し、図３４Ｄは、ホイールアウト、スプ
ロケットアウトを示す。ランプに関連して説明されているように、４つすべての状態が必
要である。昇ることなくランプゾーンを通過する場合、その状態は、「外側水平トラック
」に係合するためにホイール「アウト」である。「上方ランプ」に入る場合、その状態は
、「ランプゾーン」に近づくときはホイール「アウト」であり、いったん、第１の車輪が
第１のランプを通過すると、スプロケットは延「出」され、いったん、車両が昇り始める
と、車輪は、ロボット車両が、「外側水平トラック」間に適合できるように、「中に」引
っ込められる。ランプを昇っているとき、又は、ランプを降下しているときは、その状態
は、ホイール「イン」、スプロケット「アウト」である。「上方ランプ」を出て、出るべ
きトラックのすぐ上に昇るときは、その状態は、伸長されたホイール「アウト」であり、
ランプを後ろ向きに「外側水平トラック」上に下へ下り、「水平トラック」に後ろ向きに
上り、スプロケットを「中に」引っ込めて前方へ進む。「下方ランプ」に入る場合、その
状態は、ランプゾーンに近づくときはホイール「アウト」であり、いったん、第１の車輪
が第１のランプを通過すると、スプロケットは延「出」される。ロボット車両が後ろ向き
で「外側水平トラック」を上った後、ランプを後方に上る場合、車輪は「中に」引っ込め
られ、ロボット車両は、下方ランプに進む。「下方ランプ」を出て、ロボット車両が、出
るためのレベルに近づくと、車輪は、「外側水平トラック」に着地するために延「出」さ
れる。いったん、トラック上に乗ると、スプロケットは「中に」引っ込められる。いった
ん、「ランプゾーン」を立ち退くと、車輪は「中に」引っ込められる。また、図２９Ａ～
図２９Ｃを参照すると、同心シャフトとは対照的な平行シャフトを有している代替実施形
態例の車両駆動部７８０が図示されている。駆動部７８０は、エンコーダ及びブレーキ７
８２を備えた駆動モータと、スプロケット及びベアリング７８４を備えた第１の駆動シャ
フトと、スプロケット及びベアリング７８６を備えた第２の駆動シャフトと、を有してい
る。
【０１０３】
　ダイレクト‐プットワークステーションの実施形態Ａ
　次に、図２０Ａ及び図２０Ｂを参照すると、それぞれ、実施例のワークステーション４
８０の立面図及び平面図が図示されている。ダイレクト‐プットワークステーション４８
０は、ピッカー・トゥ・トートのマルチオーダーワークステーション構造であり、この場
合、同時に詰め込まれている多数の注文品トート４８２は、保持ラック４８６上で静止し
たままの状態であり、また、ピッカー４８４は、各プット上の目的のトートまで移動する
。この実施形態は、以下で説明するワークステーションの実施形態Ｂよりもシンプルにす
ることができるが、ピッカーの部分に関して、より多くの動作を必要とし、それにより、
スループットが低下する可能性がある。
【０１０４】
　ワークステーションサブシステムは、トート保持ラック４８６を有している。ピッカー
４８４の各側でピッカーのすぐ隣には、注文品トート４８８による後方アクセスを伴う、
一つのトート保持ラックがある。空の注文品トートは、Ｏ‐Ｂｏｔにより保持ラック上に
置かれ、詰め込まれるまでそこに留まり、その後、Ｏ‐Ｂｏｔによって移動させられる。
Ｐ‐Ｂｏｔ用傾斜取付具４９０が、ピッカー４８４のすぐ前に無限軌道取付具として図示
されている。ここで、Ｐ‐Ｂｏｔ４９２は、一方の側から取付具４９０内に連続的に送ら
れ、指定された数のイーチを搭載した製品トートから取り出すピッカーのために定位置で
停止し、その後、他方の側から取付具の外部へ送られてワークステーションを出る。取付
具は、ピッカー４８４が、搭載した製品トート４９４に手を届かせて、トートからイーチ
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を取り出すのを容易にするために、ボットをピッカー４８４に対して約３０°傾けている
。傾斜取付具と、場合により、取付具に通じている待機レーンには、ボットが、ワークス
テーションへの各移動時に、スーパーキャパシタを再充電できるように、充電レールが備
え付けられている。マシン‐ビジョンシステム（Machine-Vision Subsystem：ＭＶＳ）４
９６が、ボット傾斜取付具の真上に取り付けられた状態で図示されており、そこには、ピ
ック位置における製品トートを見下ろす（必要に応じて、照明を含む）カメラアセンブリ
があり、また、各保持ラックの上には、ラック上の注文品トートを見下ろすカメラアセン
ブリがある。それらのカメラは、ピッカーの手の動きに追従し、及びピック精度を確認す
るために、ピック／プットトランザクションの前後に、目的のトートの内容物を分析する
ようにプログラムされているビジョンコンピュータに接続されている。ここで、ピッカー
は、そのプロセスを容易にするために、グローブを着用していても良い。標的イルミネー
タが、各カメラアセンブリに取り付けられた状態で図示されており、それは光源、例えば
、カメラの視野内の任意のトート内の任意の位置を対象とすることができるレーザ又はス
ポットライトであり、その目的は、取り出すべき目的のＳＫＵの位置と、取り出したイー
チを置くべき目的の注文品トート内の目的の位置の両方を照らすことにより、オペレータ
がピック／プットを正確に実行するのを支援することである。ピッカーインターフェース
が図示されており、そこでワークステーション制御コンピュータは、ピッカーからの情報
を受け取り、及びピッカーに情報を与えることができ、すなわち、１）各ピック／プット
サイクルに伴ってデクリメントされる、目的の製品トートから取り出すのに必要なイーチ
の残りの数を表示する表示スクリーン４９８、及び２）ピッカーが着用するヘッドセット
５００、これは、イヤーフォンスピーカーを含み、それにより、音声認識能力を介してコ
ンピュータへの合成音声入力を受信することが（もしくはオプションで背景音楽を聴くこ
とも）できる。また、音声認識能力でコンピュータへ入力を行うことができるマイクであ
る。ワークステーション制御コンピュータ（Workstation Control Computer：ＷＣＣ）は
、ワークステーションでイーチを取り出すことに関連するすべてのプロセス及び動作を管
理する。これは、ＣＳＳの一部として作動する「論理」コンピュータ、又は変形例として
、１つ又は２つ以上のワークステーションの管理に特化され、及びネットワーク（有線又
は無線）を通じて、ＣＳＳと情報をやり取りする独立して物理コンピュータのいずれかと
することができる。ＷＣＣは、ピッカー、マシン‐ビジョンシステム、標的イルミネータ
及びＰ‐Ｂｏｔが、ＷＣＣの制御下で作動しているときに、それらにインターフェースで
接続し、すなわち、Ｐ‐Ｂｏｔが、ワークステーション待機への入口に着いた場合、ＣＣ
Ｓは、そのボットの制御をＷＣＣに渡す。
【０１０５】
　ワークステーションプロセスは、Ｐ‐Ｂｏｔがすでに傾斜取付具内にあり、及び注文品
トートが保持ラック上にある状態で始まり、ワークステーションにおいて詰め込むべきオ
ーダーラインがこれ以上なくなるまで再帰的に繰り返される以下の工程を有することがで
きる。ＷＣＣは、ピック位置及びプット位置の両方を照らすように、２つの標的イルミネ
ータを作動させる。ＭＶＳは、製品トート及び注文品トートの「以前の」画像を取り込む
。ＷＣＣは、現在のオーダーラインに対して取り出されるように残っているイーチの数と
、目的の注文品トートを示すグラフィックの両方をスクリーンに表示し、及び同じ情報に
関する音声入力を、ヘッドフォンを介して合成する。ＭＶＳは、製品トートを見下ろすカ
メラによって、ピック中のピッカーの手の動きを追跡し、ピッカーが、正しいＳＫＵをピ
ッキングしていること、すなわち、手が、取り出したイーチとともにピックゾーンから去
ったことを確認し、ＭＶＳは、製品トートの「以後の」画像を取り込み、「以前の」画像
との比較によって、少なくとも１つのイーチが製品トートから取り出されていることを確
認し、ＷＣＣは、取り出すべきイーチの数に関するスクリーン上の表示をデクリメントし
、取り出したイーチが、現在のＳＫＵトランザクションの最後の物である場合、ＷＣＳは
、Ｐ‐Ｂｏｔに、傾斜取付具から退却するように命令し、次のＰ‐Ｂｏｔに、傾斜取付具
に送るように命令し、及びピッキング待機にあるすべての他のＰ‐Ｂｏｔに、ボット位置
を一つ進めるように命令し、このようにして、ピッカーが注文品トート内に入れている間
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に、Ｐ‐Ｂｏｔのインデックス化が行われ、そのため、ピッカーが、Ｐ‐Ｂｏｔの到着を
待たなければならないということは決してない。ＭＶＳは、目的の注文品トートを見下ろ
すカメラによって、プット中のピッカーの手の動きを追跡して、ピッカーが、正しい注文
品トート内の正しい位置に入れたことを確認し、すなわち、空いた手がプットゾーンから
離れた場合に、ＭＶＳは、製品トートの「以後の」画像を取り込んで、「以前の」画像と
の比較によって、少なくとも１つのイーチがすでに注文品トート内に入れられていること
を確認する。
【０１０６】
　ダイレクト‐プットワークステーションの実施形態Ｂ
　次に、図２１Ａ及び図２１Ｂを参照すると、それぞれ、実施例のトート‐トゥ‐ピッカ
ー型マルチオーダーワークステーション５１０の平面図及び立面図を示す。トート‐トゥ
‐ピッカー型マルチオーダーワークステーション５１０が図示され、そこでは、ピッカー
５１２は静止したままの状態で、プット位置に常に目的の注文品トートが一つだけあるよ
うに、注文品トート５１４が、到着する製品トート５１６の順番に一致する順番でピッカ
ーに差し出される。この構造は、実施形態Ａと比較して、注文品トートを移動させるが、
ピッカーの部分に関して必要な動きが著しく少なく、及びより高いピッカースループット
を可能にする機構を有している。
【０１０７】
　ワークステーションサブシステムは、取り出したイーチを製品トートから受け取る順番
で、注文品トートをプット位置に移動させるトート取扱サブシステム（Tote-Handling Su
bsystem ：ＴＨＳ）５１８を有し、セグメント化されたコンベヤ５２０と、垂直リシーケ
ンサ５２２と、２つのクロス移送部５２４とを含む。セグメント化されたローラコンベヤ
の２つのレーン、すなわち、「プットレーン」５２６と「リターンレーン」５２８が図示
されている。プットレーンは、ピッカーのすぐ右隣りに位置しており、トートをピッカー
に向けて移動させて通過させる４つのセグメントから成っている。「入力セグメント」は
、Ｏ‐Ｂｏｔが、空の注文品トートを置く箇所であり、各新たなトートは、「準備セグメ
ント」まで前に移動するまでセグメント上に留まっている。「準備セグメント」は、「プ
ットセグメント」上の現在の注文品トートにすべてを入れることが完了した後に、イーチ
を受け取るように次の注文品トートを保持する。「プットセグメント」は、ピッカーが、
取り出したイーチをその中に置く目的の注文品トートを保持する。「撤去セグメント」は
、注文品トートを「プットセグメント」から離れて移動させ、すなわち、各トートは、そ
の直後に、クロス移送部‐１によってコンベヤのリターンレーン上に押し出される。リタ
ーンレーンは、ピッカーからプットレーンの反対側に位置し、及び注文品トートを、プッ
トレーンとは反対の方向に運搬する３つの論理セグメントから成っている。「リターンセ
グメント」は、注文品トートを後にリシーケンサセグメント上へ移動させる２つの物理的
コンベヤセグメントを備えている論理セグメントであり、第１のセグメントは、プットレ
ーンからトートプッシャー‐１を介して注文品トートを受け取り、第２のセグメントは、
リシーケンシングセグメント用のバッファとして機能する。「リシーケンサセグメント」
は、垂直リシーケンサ内の物理的セグメントのうちのいずれかによって異なる時間に占有
されるリターンレーン内の論理位置である。「出力セグメント」は去っていく詰め込まれ
た注文品トートをリシーケンサセグメントから受け取り、Ｏ‐Ｂｏｔによる取出しのため
に保持する。垂直リシーケンサは、多数の物理的コンベヤセグメントサブアセンブリがそ
れに取り付けられる電動フレームを備えているアセンブリであり、垂直リシーケンサは、
その物理的コンベヤセグメントのいずれかを、リターンコンベヤレーンと位置合わせする
ことができ、及びリシーケンサセグメントとして機能できるように、垂直方向に移動する
。クロス移送部が図示され、そこには、例えば、注文品トートを押すことにより、２つの
コンベヤレーン間でトートを移送する２つの機構がある。クロス移送部‐１は、プットレ
ーンの撤去セグメントからのトートを、リターンレーンのリターンセグメント上に移動さ
せる。クロス移送部‐２は、リターンレーンのリシーケンサセグメントからのトートを、
プットレーンの準備セグメント上に移動させる。Ｐ‐Ｂｏｔ用傾斜取付具５３０は、ピッ
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カーのすぐ前方の無限軌道式取付具として図示されている。Ｐ‐Ｂｏｔ５３２は、一方の
側から取付具内に連続的に送られ、指定された数のイーチを搭載した製品トートから取り
出すピッカーのために定位置で停止し、その後、他方の側から取付具の外部へ送られてワ
ークステーションを出る。取付具は、ピッカーが、搭載した製品トートに手を届かせて、
トートからイーチを取り出すのを容易にするために、ボットをピッカーに対して約３０°
傾けている。傾斜取付具と、取付具に通じている待機レーンには、ボットが、ワークステ
ーションへの各移動時に、スーパーキャパシタを再充電できるように、充電レールが備え
付けられている。マシン‐ビジョンシステム（ＭＶＳ）５３４が、ボット傾斜取付具の真
上に取り付けられ、それは、ピック位置における製品トート５１６を見下ろす（必要に応
じて、照明を含む）カメラアセンブリであり、また、プットセグメントの上には、プット
位置における目的の注文品トートを見下ろすカメラアセンブリが取り付けてある。すべて
のカメラは、ピッカーの手の動きに追従して、ピック／プットトランザクションの前後に
、目的のトートの内容物を分析するようにプログラムされているビジョンコンピュータに
接続されている。標的イルミネータが、各カメラアセンブリに取り付けられ、それは光源
、例えば、カメラの視野内の任意のトート内の任意の位置を対象とすることができるレー
ザ又はスポットライトであり、その目的は、取り出すべき目的のＳＫＵの位置と、取り出
したイーチを置くべき目的の注文品トート内の目的の位置の両方を照らすことにより、オ
ペレータがピック／プットを正確に実行するのを支援することである。ピッカーインター
フェースが設けられており、そこでワークステーション制御コンピュータは、ピッカーか
らの情報を受け取り、及びピッカーに情報を与えることができる。すなわち、１）表示ス
クリーン５３６である。
【０１０８】
　ワークステーションプロセスは、Ｐ‐Ｂｏｔがすでに傾斜取付具内にあり、及び注文品
トートがＴＨＳ内にある状態（プット位置における目的の注文品トートを含む）で始まる
以下の工程を有することができ、それらの工程は、ワークステーションにおいて詰め込む
べきオーダーラインがこれ以上なくなるまで再帰的に繰り返される。ＷＣＣは、ピック位
置及びプット位置の両方を照らすように、２つの標的イルミネータを作動させる。ＭＶＳ
は、製品トート及び注文品トートの「以前の」画像を取り込む。ＷＣＣは、現在のオーダ
ーラインに対して取り出されるように残っているイーチの数をスクリーンに表示し、及び
同じ情報に関する音声入力を、ヘッドフォンを介して合成する。ＭＶＳは、製品トートを
見下ろすカメラによって、ピック中のピッカーの手の動きを追跡して、ピッカーが、正し
いＳＫＵをピッキングしていること、すなわち、手が、取り出したイーチとともにピック
ゾーンから去ったことを確認する。ＭＶＳは、製品トートの「以後の」画像を取り込み、
「以前の」画像との比較によって、少なくとも１つのイーチが製品トートから取り出され
ていることを確認する。ＷＣＣは、取り出すべきイーチの数に関するスクリーン上の表示
をデクリメントする。これが、現在のＳＫＵトランザクションの最後のピックである場合
、ＷＣＳは、Ｐ‐Ｂｏｔに、傾斜取付具から退却するように命令し、次のＰ‐Ｂｏｔに、
傾斜取付具に送るように命令し、及びピッキング待機にあるすべての他のＰ‐Ｂｏｔに、
ボット位置を一つ進めるように命令し、このようにして、ピッカーが注文品トート内に入
れている間に、Ｐ‐Ｂｏｔのインデックス化が行われ、そのため、ピッカーが、Ｐ‐Ｂｏ
ｔの到着を待たなければならないということは決してない。ＭＶＳは、目的の注文品トー
トを見下ろすカメラによって、プット中のピッカーの手の動きを追跡して、ピッカーが、
目的の注文品トート内の正しい位置に入れたことを確認し、すなわち、空いた手がプット
ゾーンから離れたことを確認する。ＭＶＳは、製品トートの「以後の」画像を取り込んで
、「以前の」画像との比較によって、少なくとも１つのイーチがすでに注文品トート内に
入れられていることを確認する。これが、このサイクルでの現在の目的の注文品トートに
対する最後のプットであった場合には、すなわち、次のプットは、異なる注文品トートの
ためである場合、ＷＣＣは、ＴＨＳに、マルチトート、マルチステップ移動シーケンスを
実行させる。現在の目的の注文品トートは、プットセグメントから撤去セグメントへ向か
って前方に移動され、同時に、準備セグメント上の注文品トートは、プットセグメント上
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の現在の目的の注文品トートとして定位置に着くように前方に移動される。クロス移送部
‐２は、注文品トートを、リシーケンサセグメントから準備セグメントへ移動させ、又は
、入力セグメント上の空の注文品トートが、準備セグメント上に移動される。クロス移送
部‐１は、前の目的の注文品トートを、撤去セグメント全域から、リターンセグメントの
受取り部へ移動させる。リターンセグメントのバッファ部上の注文品トートは、現在空の
リシーケンサセグメント上に向かって前方に移動される（及びトートが、その最後のイー
チを受け取っている場合には、その動作は、出力セグメント上まで続行し、それは、Ｏ‐
Ｂｏｔによる取出しを待つ）。前の目的の注文品トートは、リターンセグメントの受け取
り部から、そのセグメントのバッファ部まで移動する。垂直リシーケンサは、必要に応じ
て、そのコンベヤセグメントのうちの一つを、リシーケンシングセグメントとして、すな
わち、次の注文品トートが準備セグメント上に置かれるセグメント、又は、次の準備トー
トが、入力セグメントから来る空の注文品トートである場合には、空のセグメントとして
配置するために、垂直方向に移動する。
【０１０９】
　次に、図２３Ａ、図２３Ｂ及び図２３Ｃを参照すると、それぞれ、実施例のワークステ
ーション５７０，５７０′及び５７０″の概略等角図が図示されている。図２３Ａは、例
示的なダイレクト‐プットワークステーションを示し、オペレータ５７２は、それらのワ
ークステーションの前方の製品ボット５７４から、ワークステーションに隣接する注文品
トート５７６内に移す。注文品トートは、いったん、製品が置かれると、注文品ボットに
よって置かれて取り出される。オペレータが、注文品ボット上に留まっている注文品トー
ト内に直接、製品を置く変形例がある。製品ボット及び注文品トート／注文品ボットをワ
ークステーションとしてマッチングさせることは、同期した発送を必要とする。図２３Ｂ
は、各ボット５７８を用いて製品を中に移しているオペレータ５７２を示す。このインダ
イレクト‐プットワークステーションは、製品ボット及び各ボットの連続フローを非同期
動作で可能にする。各ボットは、注文品トート位置まで進んで、製品を置く。各ボットは
、それらのコンパートメントを利用して、３つ以上の注文品トートの送出を実行すること
ができる。各ボットに対する変形例として、オペレータは、製品を注文品トートへ送出す
る各ドローン内に製品を置いても良い。そして、各ドローンは、取り出された製品トート
から自動的に取出して、その製品を直接、注文品トートへ運ぶ。図２３Ｃは、ダイレクト
及びインダイレクト混合プットワークステーションを示す。ここで、ロボット車両は、ワ
ークステーションを、要求に応じて、柔軟に構成及び機能させることができるようになっ
ている。前方には、ピックアンドプレース位置を指示する光ビーム５８０が、オペレータ
５７２の上に図示されている。さらに、すべてのオペレータの移送が正しいことを確実に
するために、マシンビジョンソフトウェアを備えた高解像度カメラが、ワークステーショ
ンの上に配設されている。
【０１１０】
　次に、図２４Ａを参照すると、実施例の自動化されたワークステーション６００の概略
等角図が図示されている。また、図２４Ｂを参照すると、実施例の自動化されたワークス
テーション６３０の等角図が図示されている。代替的な実施形態として、人のワークステ
ーションを、自動化された製品ボット・トゥ・注文品トート（ダイレクト‐プット）又は
製品ボット・トゥ・各ボット（インダイレクト‐プット）ワークステーションと置き換え
ることができる。図２４Ａは、速度及び高信頼性のためのデュアルガントリーシステム６
０２を示す。各ガントリーは、例えば、真空、多関節及びさまざまな製品の各ピッキング
を可能にするのに適合する多数の把持部を有している。変形例として、ワークステーショ
ンは、各種類向けに構成することができる。図２４Ｂは、図示されているガントリーに対
する変形例とし用いても良い６軸関節ロボット６３２を示す。
【０１１１】
　入力／出力（Ｉ／Ｏ）インターフェース
　Ｉ／Ｏインターフェースは、システムに入って来るトート（詰め込まれた製品トート及
び空の注文品トート）のための進入ポイント、及び出て行くトート（空の製品トート及び
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詰め込まれた注文品トート）のための退出ポイントである。Ｔ‐Ｂｏｔは、Ｉ／Ｏインタ
ーフェースと、システム内でのトートの起点位置又は宛先位置との間で、すべてのトート
を運ぶ。一観点では、これは、複数の双方向ベルトコンベヤスパーを有するサブシステム
でもある。各スパーは、システムを、それがその中で作動する設備の残りの部分に接続す
る単一の一方向入力／出力コンベヤラインに接続し、入って来るトートは、このコンベヤ
ライン上で流入し、また、出て行くトートは、同じコンベヤ上を同じ流れの方向に流出す
る。各コンベヤスパーはさらに、ベルトコンベヤの２つの物理的セグメントを備えている
。入力／出力コンベヤラインから最も遠くに（及びＩ／Ｏインターフェースのトランシッ
トデッキに最も接近して）配設された、入って来るトートを保持するインバウンドセグメ
ントと、出て行くトートをＩ／Ｏコンベヤライン上へ移動させる前に、それらのトートを
ほんのしばらく保持するアウトバウンドセグメントである。トート交換トランザクション
を実行するときに、Ｔ‐Ｂｏｔが占有する複数のボットスパーが図示されている。各ボッ
トスパーは、ランプモジュールに用いられるものと同様の一組のボット軌道を用いて構成
されている。ボットスパーの数は、コンベヤスパーの数よりも少ない数であり、また、ボ
ットスパーは、隣接するコンベヤスパー間に配置されているため、各ボットスパーの両側
でＴ‐Ｂｏｔにアクセス可能なコンベヤスパーがあり、さらに、外側の２つを除く各コン
ベヤスパーは、２つのボットスパーからアクセスすることができる。
【０１１２】
　Ｉ／Ｏインターフェースを通って流れるトートのプロセスは、以下の工程を有していて
も良い。入って来る各トートは、入力／出力コンベヤラインから、空のコンベヤスパー上
に移送されて、まず、コンベヤラインのすぐ近くに隣接するアウトバウンドセグメントに
着き、その後、すぐにインバウンドセグメントへ移送されて、そこで、Ｔ‐Ｂｏｔによる
取出しを待つ。（出て行くトートを搭載した状態で）Ｉ／Ｏインターフェースに着く各Ｔ
‐Ｂｏｔは、入って来る目的のトートがすでにインバウンドセグメント上で待機している
状態で、コンベヤスパーに隣接する空のボットスパーに入る。Ｔ‐Ｂｏｔは、まず、待機
中の入って来るトートの傍を通過して、ボットスパーの遠端へ行き、コンベヤスパーのア
ウトバウンドセグメント上に搭載されていた、出て行くトートを降ろす。そしてすぐに、
Ｔ‐Ｂｏｔは、目的の入って来るトートと位置合わせするために逆方向に移動し、それを
車上に移してボットスパーから去り、トートをその宛先位置（典型的には、ＴＳＳ内の保
管場所であるが、場合によりピッキングワークステーション）まで運ぶ。（Ｔ‐Ｂｏｔが
すでにコンベヤスパーのアウトバウンドセグメント上に置いている）出て行くトートは、
最初の機会で、入力／出力コンベヤライン上に移送されて、システムから離れて搬送され
る。
【０１１３】
　インダイレクト‐プットシステム
　インダイレクト‐プットシステムにより、イーチは、製品トートから、注文品トートで
はなく、各ボット（Each-Bot：Ｅ‐Ｂｏｔ）と呼ばれるロボットへ移送され、すなわち、
Ｅ‐Ｂｏｔは、その後、Ｔ‐Ｂｏｔによって注文品ローディング構造体（Order Loading 
Structure：ＯＬＳ）へ移送され、そこで、それらは、取り出したイーチを目的の注文品
トート内に移動させる。この方法による、ピックとプットを切り離すことの基本的な恩恵
は、履行のためのワークステーションの特異性をなくすことであり、すなわち、任意のオ
ーダーラインを任意のワークステーションで取り出すことができる。一つの結果は、ボッ
トが、例えば、最も近いワークステーションへ及び／又はピッキング待機内に最小数のＰ
‐Ｂｏｔがあるワークステーションへ行くことにより、より楽な経路を取ることができる
ため、ダイレクト‐プットシステムと比較して、ワークステーションへのアクセスのため
のＰ‐Ｂｏｔによる競合がかなり少ないということである。しかしながら、さらにいっそ
う重要な利点は、所定の注文品トートに割り当てられた多数のオーダーラインを、多数の
ワークステーションにおける並行履行のために多数のＴ‐Ｂｏｔに割り当てることにより
、注文完了待ち時間を劇的に減らすことができるということである。その結果、システム
は、ほんの数分ほどで大きな注文に応じることが可能になるであろう。ダイレクト‐プッ
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トと比較したこの実施形態の主なデメリットは、より多くの設備投資を必要とし、及びパ
ッケージング密度がそれほど高くはなく、そのことは、注文品をトラックで顧客まで配送
しなければならない場合に、運送コストを増大させる可能性があるということである。
【０１１４】
　システムは、上述したダイレクト‐プットシステムと同じ要素／サブシステムに加えて
、２つの追加的なものを含む。それぞれが、ピッカーのワークステーションで、注文品ト
ートのような取り出したイーチを受け取ることができるように、注文品トートと同一の外
側寸法エンベロープを有する「Ｅ‐Ｂｏｔ」、「ポータブル」ロボットは、Ｔ‐Ｂｏｔに
よる移送中に、それらのイーチを保持し、取り出したイーチを目的の注文品トート内へ移
送し、Ｅ‐Ｂｏｔは、動作するために、Ｔ‐Ｂｏｔ及びコンベヤに依存する。Ｅ‐Ｂｏｔ
を運ぶＴ‐Ｂｏｔは、「ＥＴ‐Ｂｏｔ」と呼ばれる。
【０１１５】
　インダイレクト‐プットシステム構成要素
　製品トート、注文品トート及びＴＳＳは、上述したダイレクト‐プットシステムと同じ
であっても良い。
【０１１６】
　注文品ローディング構造体（ＯＬＳ）
　注文品ローディング構造体は、Ｅ‐Ｂｏｔによる履行のために注文品トートを保持し、
及びＥ‐Ｂｏｔによるイーチのそれらの注文品トート内への移送を容易にするために設計
されたラック構造であり、好適な実施形態において、ＯＬＳは、ＴＳＳの特別な区画であ
る。そのすべてがＣＣＳによって直接又は間接的に制御される作動プロセスは、次のとお
りである。ピッキングワークステーションへの製品トートの流れは、上記のダイレクト‐
プットシステムに関して説明したのと同じであっても良い。ＯＬＳへの、及びＯＬＳから
の注文品トートの流れ、及び顧客への発送は、以下のとおりである。ＯＬＳは、注文品ト
ートを積載する場合にのみ用いられ、それらの中間保管には用いられないため、トートを
交換する際に用いるために、トートの位置が意図的に空いたままになっていることを除い
て、空であり、詰め込まれるのを待っている、又は、詰め込まれている最中の注文品トー
トは絶え間なく詰め込まれ続ける。詰め込まれた注文品トートは一般に、いったんすべて
の計画されたすべてのイーチを収容すると、すぐに移動される。ＣＳＳは、Ｏ‐Ｂｏｔに
、その計画した最大容量まで注文品トートを詰め込ませることによってＯＬＳを初期化し
て、いずれかの目的の詰め込み済みの注文品トートにかなり近い、空いているトート位置
が常にあるように、十分な数の空いているトート位置を残し、そこで、Ｏ‐Ｂｏｔは、前
記詰め込み済みの注文品トートを移動させる際に、同じ移動時に空の注文品トートを置く
ことができる。注文品トートは、イーチを注文品トート内へ移送する際に占有するために
、Ｅ‐Ｂｏｔのための空のスペースが各トートの真上にあるように、一つ置きのレベルに
だけラック上に置かれる。任意の指定されたセットのオーダーラインを受け取るために、
ＯＬＳ内の任意の空の注文品トートを割り当てることができ、そのため、ＣＣＳは通常、
新たな注文品トートを作動させる必要があるときはいつでも、最も混雑していないローデ
ィングレーン上の注文品トートを常に選択することにより、作業負荷を均等に分散しよう
とする。いったん、能動型な注文品トートの詰め込みが完了すると、注文品トートをＯＬ
Ｓから移動させて、それを、顧客への即時の引き渡しのためにＩ／Ｏインターフェースへ
、又は、中間保管のためにＴＳＳ内へ運ぶために、Ｏ‐Ｂｏｔが割り当てられる。目的の
注文品トートの位置へ移動する直前に、Ｏ‐Ｂｏｔは、典型的には、空の注文品トートを
Ｉ／Ｏインターフェース又はＴＳＳのいずれかから手に入れて、それをＯＬＳ内に置いて
、作動を待つために、詰め込み済みの注文品トートを、空の注文品トートと効率的に置き
換える。移動させた注文品トートがＴＳＳの保管場所に行く場合、後の、注文品トートの
顧客への発送は、上述したダイレクト‐プットシステムの場合と同様である。移動された
注文品トートが、システムからの即時の放出及び顧客への引き渡しのためにＩ／Ｏインタ
ーフェースへ行く場合、出力のために用いられるボットスパーは、同じＴ‐Ｂｏｔによっ
て取り扱われる次の入って来るトートに基づいている。ワークステーションでのピックの
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ために、Ｐ‐Ｂｏｔは、１つ又は２つ以上のイーチを各製品トートから取り出して、指定
されたＥ‐Ｂｏｔ内に置く（以下で、より詳細に説明する）人又はロボットピッカーに製
品トートを提示する。ＯＬＳでプットのために、Ｔ‐Ｂｏｔは、イーチを含むＥ‐Ｂｏｔ
をワークステーションで手に入れて、Ｅ‐Ｂｏｔがイーチを１つ又は２つ以上の注文品ト
ート内に移送できるようにＯＬＳまで移動する。このような各移送の場合、ａ．ＥＴ‐Ｂ
ｏｔは、（トートのいずれかの端部にある可能性のある）目的の注文品トートに隣接する
通路、及び注文品トートのレベルの上の一つのローディングレベルに入ることができる。
ＥＴ‐Ｂｏｔは、目的の注文品トートのすぐ上の場所まで移動し、Ｅ‐Ｂｏｔの中心を、
下の目的の注文品トートの中心に位置合わせする。ｂ．Ｔ‐Ｂｏｔは、移送すべきイーチ
を収容しているイーチハンドラが、目的の注文品トートの真上にあるように、Ｅ‐Ｂｏｔ
をラック上に伸ばす。ｃ．そして、Ｅ‐Ｂｏｔは、イーチハンドラに、収容されたイーチ
を目的の注文品トートまで移送させる。イーチハンドラの実施形態により、これは、イー
チの管理されていない降下、又は、穏やかな管理された降下であっても良い。ｄ．移送が
完了した後、ＥＴ‐Ｂｏｔは、Ｅ‐Ｂｏｔを車上に戻して引っ込め、次の目的の注文品ト
ートに進むか、又は、より多くのイーチを受け取るためにワークステーションへ戻る。ピ
ッキング在庫品の補充及び製品トートの再利用は、上述したダイレクト‐プットシステム
の場合と同様に行われる。
【０１１７】
　ＯＬＳは、完全に独立した構造とすることができるが、ＯＬＳとして機能するように、
ＴＳＳ内の特定の通路に特化するように設けてもよく、それにより、追加的なトランシッ
トデッキが必要となることを避けられる。ＯＬＳ通路は、それらの長さをかなり短くする
ことができること、及び棚は、典型的には、奥行きがなく、好ましくは、通常のトート保
管ＴＳＳの場合と同様に、少なくとも２つのトートの代わりに、隣接する通路間で一つの
トートだけを保持することを除いて、通常の保管通路と同一に構成しても良い。この違い
の理由は、ＥＴ‐Ｂｏｔに、（２つの最も外側の棚モジュール上のトートを除いて）一方
の側だけの代わりに、目的の注文品トートの両側へのアクセスを与えることであり、その
ことは、詰まりによる遅延の可能性を大幅に少なくするであろう。「ローディングレベル
」という用語は、「保管レベル」ではなく、ボットがそこで作動することができる各個別
の高度を指すのに用いられている。Ｏ‐Ｂｏｔは、注文品トートを、ＯＬＳ内の一つ置き
のレベルに、例えば、奇数のローディングレベル（底から頂部まで番号を付ける）に置き
、ＥＴ‐Ｂｏｔは、より高い一つ置きのレベル、例えば、偶数のローディングレベルで作
動する。
【０１１８】
　ＢＴＳ及びＴ‐Ｂｏｔは、上述したダイレクト‐プットシステムの場合と同じであって
も良い。
【０１１９】
　Ｅ‐Ｂｏｔ、イーチハンドラ及び各マニプレータ
　次に、図２６Ａ、図２６Ｂ及び図２６Ｃを参照すると、それぞれ、実施例の各ボット「
Ｅ‐Ｂｏｔ」モジュール６９０の端面図、側面図及び平面図が図示されている。また、図
２７Ａ、図２７Ｂ及び図２７Ｃを参照すると、それぞれ、Ｅ‐Ｂｏｔモジュール６９０を
備えた実施例の車両７２０の側面図、平面図及び端面図が図示されている。Ｅ‐Ｂｏｔは
、注文品トートと同一の物理的寸法を有する自律移送機構とすることができ、それはイー
チを受け取り、運搬中にＴ‐Ｂｏｔによってそれらを保持し、その後、イーチを目的の注
文品トート内に移送する。Ｅ‐Ｂｏｔは、注文品トートの同じ幅及び長さと、ボットの全
高が、所定のシステム内で作動できる最大値になるような高さと、を有する構造フレーム
を有していても良い。ロボットの動作を制御する制御マイクロコンピュータは、ＣＣＳと
情報をやり取りする無線ネットワークインターフェースを備えても良い。ロボットの稼働
に電力を供給する再充電可能なバッテリを設けても良い。Ｅ‐Ｂｏｔが使用されていない
場合、バッテリを再充電するための電力を供給するＯＬＳ内の区画に保管しても良い。そ
の所要の機能を実行するのに必要なセンサ群から成るアレイを設けても良い。それぞれが
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、イーチを受け取って保持する複数のイーチハンドラ６９３は、ロボットの制御マイクロ
コンピュータの制御下で、イーチを注文品トートへ移送する。所定のイーチハンドラ内に
置かれたすべてのイーチは、同じ製品から成っていてもよく、及び単一のオーダーライン
に関連していても良いが、多数のイーチハンドラを、必要に応じて、単一のマルチユニッ
トオーダーラインに用いることができる。
【０１２０】
　固定幅のイーチハンドラ
　次に、図３５Ａ、図３５Ｂ、図３６Ａ及び図３６Ｂを参照すると、固定幅イーチハンド
ラ９６３を備えた実施例のロボット車両９６０の等角図が図示されている。図３５Ａは、
各ボットとして機能するロボット車両の平面図が図示されている。ロボット車両は、それ
を各ボットに変形させることを可能にするために、引き出されたイーチモジュール９６２
を有している。このイーチモジュール９６２は、「イーチ」を注文品トート９６４に載せ
ることを可能にする作動底部ホッパードアを備えた３つのコンパートメントを有している
。図３５Ｂは、各ボットの側面図を、下の注文品トート９６４とともに示す。ホッパード
アは、製品をイーチモジュール９６２から注文品トート９６４に載せることができるよう
に開いた状態で図示されている。図３６Ａは、注文品トート９６４の上のイーチモジュー
ル９６２の別の図を示す。図３６Ｂは、上から見た、ホッパードアを備えたイーチモジュ
ール９６２を示す。ホッパードアとは対照的に、以下で説明するように、引っ込め可能な
構造資材を、製品を注文品トートまで下ろすのに用いても良い。固定幅イーチハンドラは
、その幅を、中に置かれたイーチに合うように変えることができない多数のコンパートメ
ントから成る。各コンパートメントの床は、収容されたイーチを底部から落下させて、目
的の注文品トート内に入れるために、例えば、航空機の爆弾倉ドアのようなアクチュエー
タによって開くことができる。この実施形態は、機構的にシンプルであり、及びすべての
イーチを、イーチハンドラの固定幅に合わせることができるように、物品の寸法範囲が十
分に制限されている用途、及び注文品トートの高さよりも高い最大高さから落下するイー
チが、それが注文品トート内部でぶつかる落下済みのイーチを損傷させないように、取り
扱われる製品が壊れやすくない用途に適している。
【０１２１】
　可調幅のイーチハンドラ
　次に、図２６～図２８を参照すると、可調幅イーチハンドラは、それぞれが、一組のマ
ニプレータとともに、イーチの寸法の広範な変動に適応することができ、及び落下をわず
かに伴うか、又は全く伴わないイーチの穏やかな移送を実行することができる複数の可撓
性ロードキャリヤ６９２から成る。ロードキャリヤ６９２は、吊り下げ式のファイルフォ
ルダに形が似ている。それは、柔軟な材料から成る矩形のフォルダシートから構成され、
その幅は、注文品トートの幅よりも小さく、シートは、各端部において、堅い吊り下げバ
ーに取り付けられている。各吊り下げバーは、実際には、２つの独立したセグメント、す
なわち、Ｅ‐Ｂｏｔの全幅であり、及びロードキャリヤの吊り下げ手段を形成しているハ
ンガーセグメント６９４と、ハンガーセグメントに付着し、及びハンガーセグメントから
取り外すハンドルセグメント６９６とから成っている。ハンドルセグメントは、フォルダ
シートに永続的に取り付けられ、及びフォルダシートと同じ幅である。ロードキャリヤの
受取り及び搬送機能は、２つの吊り下げバーを一緒に、及びＥ‐Ｂｏｔフレームの両側に
置かれた端部を持って行くことによって実現される。そして、引き出し内の吊り下げファ
イル内に資材を入れることができる方法と同じ方法で、可撓性フォルダシートが、イーチ
を中に置くことができるポーチを形成するように折れ曲がる。
【０１２２】
　各マニプレータ
　各マニプレータ６９８は、マニプレータを、それによって吊り下げロードキャリヤの上
で、Ｅ‐Ｂｏｔの長さに沿って前後に動かすことができる直線動作のための装置を含む。
吊り下げバーのハンドルセグメントを把持し及び取り扱う装置が図示されている。電動ロ
ーラなどの、ケーブルによってハンドリング装置に取り付けられた回転運動用装置を用い
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て、マニプレータは、ロードキャリヤを下降及び上昇させることができる。制御マイクロ
コンピュータの制御下で協働して作動する２つのマニプレータは、図２８Ａ～図２８Ｆを
見て分かるように、以下のステップを実行することによって、各ロードキャリヤの開口の
幅を調節する。すなわち、ａ）各マニプレータは、それ自体を、ロードキャリヤの吊り下
げバーの一つの上に配置して、それを吊り下げセグメントから取り外すことなく、ハンド
ルセグメントを把持する。ｂ）一方又は両方のマニプレータは、Ｅ‐Ｂｏｔの長さに沿っ
て直線状に移動し、それによって、一方又は両方の吊り下げバーを移動させて、互いに向
かって動かすことにより、ロードキャリヤの開口のサイズを小さくし、及び互いに離して
動かすことにより、開口を大きくする。制御マイクロコンピュータの制御下で協働して作
動する２つのマニプレータは、以下のステップを実行することにより、イーチをロードキ
ャリヤから注文品トートへ移送する。すなわち、ａ）各マニプレータは、それ自体を、ロ
ードキャリヤの吊り下げバーの一つの上に配置し、ハンドルセグメントを把持し、それを
吊り下げセグメントから取り外す。ｂ）両マニプレータは、ハンガーセグメントからの離
間距離を十分に形成するように、互いに向かって移動する。ｃ）両マニプレータは、回転
運動手段を作動させて、底部が、トート内の下の最も高い物体のすぐ上になるまで、ロー
ドキャリヤをトート内へ下げる。ｄ）一方のマニプレータは、回転の方向を逆にし、他方
のマニプレータは、同じ方向の回転を続け、両マニプレータは、互いに向かってゆっくり
移動する。このことは、フォルダシートの一端を上方へ引っ込めさせ、及び他端を下方へ
移動させ続け、フォルダ内に収容されたイーチは、フォルダシートの素材に沿ってスライ
ドし、及び定位置で転がっても良い。ｅ）最終的に、マニプレータは協働し、フォルダシ
ートは、十分に垂直になり、ある箇所で、収容されたイーチは、ロードキャリヤから注文
品トート内へ落下する。ｆ）その時点で、ロードキャリヤの下端を操作し、そして、今や
空のロードキャリヤは、マニプレータまで戻して引っ込められる。
【０１２３】
　インダイレクト‐プットワークステーション
　次に、図２２Ａ及び図２２Ｂを参照すると、それぞれ、実施例のワークステーション５
４０の立面図及び平面図が図示されている。どちらのワークステーションの実施形態も、
例えば、ダイレクト‐プットワークステーションＡ又はＢに用いることができるが、トー
ト‐トゥ‐ピッカーバージョンＢは、ピッカースループットがより高くなる可能性があり
、及び「任意のワークステーションでの任意のオーダーライン」という性能によって可能
となる、より高いＰ‐Ｂｏｔスループットを活かしても良い。どの実施形態に関するワー
クステーションの基本的な動作は、本質的には、上述したダイレクト‐プットの実施形態
と同じであるが、特定のオーダーラインを遂行するために、イーチがロードキャリヤに置
かれるまで、Ｅ‐Ｂｏｔは、どの特定の顧客の注文品にもつながれていないということに
関連する以下の違いを伴う。オーダーラインのＥ‐Ｂｏｔ及びロードキャリヤへの割り当
ては、本質的に任意であってもよく、そのため、取り出したイーチは、典型的には、順番
にロードキャリヤに入れられ、すなわち、Ｅ‐Ｂｏｔ５４２は、Ｅ‐Ｂｏｔが各Ｐ‐Ｂｏ
ｔの到着から、すべてのロードキャリヤが詰め込まれ、及び５４６取出し及びＴ‐Ｂｏｔ
によるＯＬＳへの運搬の準備ができるまで、そのロードキャリヤ５４４のイーチを次々に
詰め込む。各Ｐ‐Ｂｏｔのワークステーションへの到着に先立って、目的のＥ‐Ｂｏｔは
、このロードキャリヤに入れられるイーチの寸法に基づいて、各ロードキャリヤの開口を
特定の幅に設定するように、ＣＳＳによって命令される。ワークステーションの実施形態
Ｂの垂直リシーケンサは、インダイレクト‐プットモデルの下でのピッキング動作中には
、本質的に作動しなくても良い。空のＥ‐Ｂｏｔは、ワークステーションへの到着時に、
プットコンベヤラインの入力セグメントに配置されて、プットセグメントにおいて、すべ
てのロードキャリヤが詰め込まれるまで、このラインを通って単純に進み、その時点では
、それはリターンコンベヤラインまで移送されて、リシーケンスセグメントを直接通って
、それがＴ‐Ｂｏｔによる取出しを待っている出力セグメントまで移動する。
【０１２４】
　Ｉ／Ｏインターフェースは、上述したダイレクト‐プットシステムの場合と同様であっ
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ても良い。
【０１２５】
　システムトポロジー
　主にピークスループット要件により、所定のシステムに用いることのできるシステムト
ポロジーのいくつかのバリエーションがある。最もシンプルなものから最も複雑なものま
であり、それらは以下を含む。
【０１２６】
　シングルエンド形の双方向フロー
　ワークステーション及びボット‐トランシット構造体は、ＴＳＳの一方の端部のみに配
設されている。Ｔ‐Ｂｏｔは、一方の端部でのみ通路を出入りするため、通路内での移動
は、当然のことながら双方向である。ワークステーションレベルでの出入りの箇所は混雑
するため、通路の数と、ワークステーションレベルの数は、システムのスループット能力
を決める際の要因である。すなわち、通路及びワークステーションレベルが多ければ多い
ほど、システム内では、このシステムのスループット能力は、より大きくなる。このトポ
ロジーは、低位から中位のスループット要件を伴う用途に適している。
【０１２７】
　ダブルエンド形の双方向フロー
　ワークステーション及びボット‐トランシット構造体は、通路内での双方向移動を伴っ
て、ＴＳＳの両端部に配設されている。通路の出入り箇所の数と、ワークステーションレ
ベルの数（これらは、各サイドで等しいと仮定する）を２倍にすることにより、このトポ
ロジーは、高スループットを伴う用途に適している。また、それは多くの場合、目的のＳ
ＫＵの場所に最も近接して配置されたボットへの割り当てに関する優先度を与えることに
よって、移動回数を最適化することができるため、ボットの生産性を向上させる可能性も
有している。この構成は、取扱量が時間とともに増加する用途の拡大の自然経路を提供す
る。
【０１２８】
　ダブルエンド形の一方向フロー
　極度に高いスループットを要する用途では、このトポロジーは、すべてのボットを同じ
方向に移動させることにより、ボットトラフィックのフローを最適化する。ボットは常に
、ＴＳＳの一方の端部で通路に入り、通路の全長を走行し、及び通路の他方の端部から出
て、極度に高いスループットレートを支援する循環フローを形成している。さらに、通路
の出口端部において、トランシットデッキへのＴ‐Ｂｏｔの動きは、ボット群がトランシ
ットデッキに同時に移動して、ＴＳＳの側に配設されたワークステーションへ流れるボッ
トのストリームを形成するまで、それらのボットが通路出口にほんの一瞬の間立ち寄るよ
うに同期させることができる。すべての移動は、通路の長さの少なくとも２倍の距離を有
しているため、それらのボットは、先のトポロジーの場合よりも長い距離を移動しなけれ
ばならないが、このフローパターンは、極度に高いスループットボリュームでの双方向移
動を伴って起きる可能性のある、ひどい混雑や行き詰まり状態を回避する。
【０１２９】
　原文明細書で用いられる“comprises ”（訳文では、「～有する」としている場合が多
い）及び“comprising”という用語は、包括的として解されるべきであって排他的である
と解されてはならない。原文明細書で用いられる“exemplary”（訳文では、「例示の」
としている）、“example”（「実施例」）、及び“illustrative”（「例示」）は、“s
erving as an example, instance, or illustration”（「一実施例、場合、又は例示と
して役立つ」）を意味するものであって、好ましい又は有利な形態を他の形態に対して指
示するものとして又は指示しないものとして解されてはならない。原文明細書において用
いられている“about ”（「約」）及び“approximately”（「ほぼ」）は、主観的又は
客観的な値の範囲の上限と下限に存在する場合のあるばらつき、例えば性質、パラメータ
、サイズ、及び寸法のばらつきを有効範囲とするものである。非限定的な一実施例では、
“about”及び“approximately”は、±１０％の範囲を意味する。非限定的な一実施例で
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よってみなされるのに十分に近いことを意味する。原文明細書で用いられる“substantia
lly”（「実質的に」）という用語は、当業者によって理解されるように行為、特性、性
質、状態、構造、アイテム、又は結果の完全な又はほぼ完全な広がり又は度合いを意味し
ている。例えば、“substantially”円形である物体は、この物体が数学的に決定可能な
限度まで完全に円であるか当業者によって認識され又は理解されるようにほぼ円であるか
のいずれかであることを意味している。絶対的完全性からの正確な許容可能逸脱度は、場
合によっては、特定の文脈で決まる場合がある。しかしながら、一般的に言って、完全性
の近さは、絶対的及び完全な完全を達成し又は得た場合と同一の全体的結果をもたらすも
のである。用語“substantially ”の使用は、当業者には理解されるように行為、特性、
性質、状態、構造、アイテム、又は結果の完全な又はほぼ完全な欠如を意味するよう否定
的な含意で利用される場合に等しく適用可能である。
【０１３０】
　さらに、原文明細書において利用される“horizontal”（「水平の」）及び“vertical
”（「垂直の」）という用語は、当業者によって理解されるとともに以下において一般的
に例示されるとともに拡張されるように、これらの従来の定義と一致して用いられている
。例えば、物理学、工学、及び建設の分野において、垂直と指示された方向は、通常、重
錘が重力の作用に応答してぶら下がる方向である。変形例として、気泡の浮力及び垂直方
向上方に動く気泡の傾向を有効利用するアルコール水準器は、気泡を手ベルゲージ（水準
計）の２本の線相互間の中央に位置合わせすることによって水平かどうかを試験するため
に使用できる。別言すると、平面地球近似法の一般的に知られている概念に従って、地球
は、概念的に、大きな（事実上無限の）平らな表面であり、重力場がこの表面に直角に存
在する。かかる概念的な枠組みでは、地球表面は、水平であるとみなされ、地球表面にほ
ぼ平行な線又は平面はどれもまた水平であるとみなされる。垂直の方向は、水平平面に直
角又は直交した線又は平面に沿うものとみなされる。したがって、水平方向（水平）に動
くことは、事実上、地球の表面を横切って移動すること、例えば、地面に沿って前方、後
方、左側、右側などに動くことに等しく、他方、垂直方向（垂直）に動くことは、事実上
、上に（地面から遠ざかる方向に）又は下に（地面に向かって又は地面の中へ）動くこと
に等しい。上述の説明の特定の言い回しによって曖昧さが生じる程度まで、かかる曖昧さ
は、水平及び垂直という用語の従来の解釈と一致して解釈可能であって明確にできると見
込まれる。
【０１３１】
　本発明の多くの改造例及び変形実施形態が上述の説明を考慮して当業者に明らかであろ
う。しがって、この説明は、例示としてのみ解されるべきであって、当業者に本発明の最
適実施態様を教示する目的のために提供されている。構造の細部は、本発明の精神から逸
脱することなく、実質的に様々な場合があり、添付の特許請求の範囲に記載された本発明
の範囲に含まれる全ての改造例の排他的使用が留保される。本明細書の開示の範囲内にお
いて、実施形態は、明確なかつ簡明な明細書を書くことができるような仕方で記載されて
いるが、実施形態が本発明から逸脱することなく、様々に組み合わせることができ又は分
離することができることが意図されており、このことが理解されよう。本発明は、添付の
特許請求の範囲の記載及び適用可能な法の支配によって必要とされる程度まで限定される
に過ぎないことが意図されている。
【０１３２】
　また、以下の特許請求の範囲の記載は、本明細書によって説明した本発明の全ての属概
念及び種概念の特徴及び言語の問題として、属概念と種概念の間に属すると考えられる可
能性のある本発明の範囲の全ての記述を含むものと理解されるべきである。
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